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A班
プログラム

コード プログラム名 修習場所 ページ

行
政
・
立
法
機
関

国

地方

自治体

児
相

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

法務行政修習

国際仲裁修習

参議院法制局修習

厚生労働省中央労働委員会審査実務修習

外務省国際法局におけるインターンシップ

国税不服審判所における修習

地方自治体修習

児童相鮫所における修習

児童相鱗所における修習

児童相談所における修習

児童相談所における修習

法務省

法務省、 日本国際紛争解決センター

参識院法制局

中央労働委員会事務局

外務省

①東京国税不服審判所②大阪国税不服審判所

大津市

名古屋市中央児童相談所

名古屋市西部児童相談所

福岡県福岡児童相談所

大阪市中央こども相談センター

A－ l

A－ l

A－2

A－2

A－3

A－3

A－4

A－4

A－5

A－5

A－6

国
際
機
関
等

2201

2202

2203

2204

国際協力(法整備支援)修習

国連機関修習

国連専門機関修習

日本弁膜士連合会国際室における修習

独立行政法人国際協力機構(JICA)本部、国内機関等(東
京）

国際移住機関(IOM)駐日事務所

国際労働機関(ILO)駐日事務所

日本弁護士連合会 ．

A－6

A－7

A－7

A－8

福祉
機関

2301

2302

2303

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協礒会修習

練馬区社会福祉協蟻会

豊中市社会福祉協雛会

山形市社会福祉協職会

A－8

A－9

A－9

民
間
企
業

2401

2402

2403

2404

2405

企業研修

企業修習

企業修習

企業内法務実務修習

企業修習

ヤフー株式会社

九州旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社

A-10

A-10

A-11

A-ll

A-12

裁
判
所

2501

2502

2503

2504

2505

最高裁判所修習

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産横部修習(東京）

地裁知的財産脈訟部修習（大阪）

地裁知的財産脈舩部修習（大阪）

最高裁判所

東京地方裁判所民事部(中目黒庁舎）

東京地方裁判所民事部(中目黒庁舎）

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

A－】2

A-13

A-13

A-14

A-14

法
律
事
務
所

知
財

渉
外

大
規
模
・
企
業
法
務

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

知財事務所修習（東京）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

大規模事務所修習（東京）

大規模事務所修習（東京）

大規模事務所修習（東京） I
大規模事務所修習（東京） I
企業法務修習（東京） I
企業法務修習（東京） I

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

弁護士法人大江橋法律事務所

小松法律特許事務所

弁護士法人関西法律特許事務所

弁謹士法人淀屋橋・山上合同

岡田春夫綜合法律事務所

弁護士法人オルビス

弁護士法人大江橋法律事務所

大阪国際綜合法律事務所

弁謹士法人淀屋橋・山上合同

岡田春夫綜合法律事務所

北浜法律事務所・外国法共同事業

弁謹士法人御堂筋法律事務所

弁護士法人御堂筋法律事務所 ．

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■．

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■‘

■■■■■■■■■■■■■■■■■■．

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■．

A-15

A-15

A-16

A-16

A-17

A－17

A-18

A-18

A-19

A-19

A-20

A-20

A-21

A-21

A-22

L－22

－23

L－23

L－24

L－24



A斑
プログラム

コード プログラム名 修習場所■ ページ

法
律
事
務
所

法
テ
ラ
ス

公
設
事
務
所
等

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

法テラス中規模型事務所修習

法テラス大規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス大規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

法テラス埼玉法律事務所

法テラス千葉法律事務所

法テラス茨城、法テラス茨城法律事務所

法テラス栃木法律事務所、法テラス栃木

法テラス群馬法律事務所、法テラス群馬

法テラス静岡法律事務所

法テラス沼津法律事務所

法テラス下田法律事務所

法テラス長野法律事務所

法テラス大阪、法テラス大阪法律事務所、常勤弁護士養
成常勤弁護士各位事務所

法テラス南和法律事務所

法テラス魚津法律事務所

法テラス広島

法テラス山口法律事務所、法テラス山口

法テラス島根法律事務所

法テラス福岡法律事務所

法テラス長崎法律事務所

法テラス五島法律事務所

法テラス雲仙法律事務所

法テラス宮崎法律事務所

法テラス延岡法律事務所

法テラス沖縄法律事務所、法テラス沖縄

法テラス宮古島法律事務所

法テラス会津若松法律事務所

法テラス秋田法律事務所

法テラス鹿角法律事務所

法テラス青森法律事務所

法テラスむつ法律事務所

法テラス函館法律事務所

法テラス江差法律事務所

法テラス八雲法律事務所

法テラス旭川法律事務所、法テラス旭川

法テラス香川法律事務所

法テラス徳島法律事務所、法テラス徳島

法テラス高知法律事務所

法テラス須崎法律事務所

法テラス愛媛法律事務所

弁護士法人東法律事務所(旧気仙沼ひまわり基金法律
事務所）

下田ひまわり基金法律事務所

弁護士法人空と海そらうみ法律事務所奄美事務所(旧
ひまわり基金法律事務所）

弁醗士法人空と海そらうみ法律事務所陸前高田事務所
(旧ひわまり基金法律事務所）

A-25

A-25

A-26

A-26

A-27

A-27

A-28

A-28

A-29

A-29

A-30

A-30

A-31

A-31

A-32

A-32

A-33

A-33

A-34

A-34

A-35

A-35

A-36

A-36

A-37

A-37

A-38

A-38

A-39

A-39

A-40

A-40

A-41

A-41

A-42

A-42

A－43

A-43

A-44

A-44

A-45



A班(修習地が東京(立川を含む。）、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津及び和歌山）

A-1

コード
プログラム
名

場 所 期 間 ．
募集
人数
修習内容 募集．条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逮50キロメートルを
超える移動の
可麓性の右無

曜励予定の磁定時期の
目安緊一鄙プログラム
のみ麗卿

国 2101
法務行政修
習

法務省

10月2日（月）
～

10月6日(金）

(1週間）

40

法務省の機構を知るととも

に、各部局がどのように連携
して法務行政が運営されてい
るかを学ぶ。
法務省各部局職員による法
務行政に関する講義、同演
習・関連施設見学など。

なし。

ただし、応募者が募集人
数を超えた場合は抽選とす
る ③

なし 【照会先】

法務省大臣官房人事
課

検察官人事第一係
(03-3580-4111内線
2124）
※実施方法（集合、
オンラインの別）や

施設見学の可否等に

ついては、 コロナ情
勢を踏まえ判断する
こととする。
※法務省や見学施設
間の移動に必要な交

通費等は、 自己負担
とする。

【集合日時】
10月2日 （月）
午前9時30分

無

国 2102
国際仲裁修
習

法務省、 日本
国際紛争解決
センター

10月2日

(月)～10月

6日（金）

(1週間）

20

名

国際仲裁・国際調停の基礎知
識について習得する。

具体的には、

①仲裁法を始めとした仲裁関
連法制、
②国際仲裁・国際調停手続、
③国際仲裁実務の現状及び魅
力、

等について習得又はお伝えす
るプログラムを提供すること

を予定している。

特になし。

ただし、一部の講義を英語

で提供することを予定して
いる ｡

一

1 履歴書

2志望理由書

(A4， 1枚程
度）

国際

集合日時： 10月
2日 （月）
午前10時00分

集合場所：東京都
千代田区霞が関1

－1－1 法務省

無



片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有燕

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

募集
人数

提出
書類

プログラム
名

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

修習内容 募集条件場 所 期 間コード

1 1 1

1法制執務について関心を
有し、意欲的に取り組むこ
と

2修習に当たり、秘密厳守
についての誓約書を提出す
ること

法制執務(法政策の形成、立

法技術、立法過程等)について
の講義、具体的な議員立法の
立案等の事案の検討、関係資
料の作成等

1履歴書

2志望動機説明書

集合日時： 10月･16
日午前9時

10月16日（月）

～10月20日

（金）
（1週間）

総務課
(03-5521-7729)

参議院法制
局修習

参議院法制局国 無2103 1

集合場所：参議院
法制局総務課

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｎ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

■ ■

１１１１
口

■ ■ ■ ■ ■ ■

不当労働行為審査手続のう
ち、調査（和解のためのもの
を含む。 ）や審問の傍聴及び
それに必要な事件記録の閲覧
のほか、命令原案骨子の作
成、不当労働行為救済制度及
びその手続等に関する講義な
ど

大学若しくは法科大学院に
おいて労働法を履修した
者、又は合格した司法試験
論文式試験の選択科目につ
いて労働法を選択した者

①履歴書（写真添
付）
②中央労働委員会
での修習を希望す
る理由及び労働法
に関する履修状況
等を記載した書面
（1200字程度）

10月23日

午前9時30分
中央労働委員会事
務局審査課
（東京都港区芝公
園1－5－32

労働委員会会館5
階）

中央労働委員会事務
局審査課
（電話：03-5403-
2155）

厚生労働省
中央労働委
員会審査実
務修習

10月23日（月）
～

10月27日（金）
（1週間）

中央労働委員
会事務局

国 無2104 4

← ■ 1 ■ ■ I ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

I I I I I I

ロ

■

A－2



A-3

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
・書類

‐その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片…キロメートルを
超える移勵の．
可飽性の有鍍

《移動予定の準時期の
．目安※一部プログラム
のみ配働

国 2105

外務省国際
法局におけ
るインター

ンシップ

外務省

10月2日

（月）～10月

13日(金）

(2週間）

1

外務省国際法局における法律

実務(WTO・投資関連協定
に基づく紛争処理事務等）

読解を中心とする一定程度

の英語力があること。ま
た、師0法や投資協定の基
礎知識を有していることが
望ましく、同分野に関心が
あること。

昨年度は多数の応募をいた
だきました。選考は経歴書
のみで行い、選考結果含め
当省の採用活動に影響を与
えないことにご留意くださ
い。

経歴書(TOEF

L、TOEIC受

験歴があるときは
その結果を記載す
ること）

外務省国際法局経済
紛争処理課

■■■

10月2日（月）

午前9時45分

東京都千代田区霞
が関2－2－1

外務省東口玄関

(経済紛争処理課
職員が迎えに行き
ます。 ）

無

国 2106
国税不服審
判所におけ
る修習

①東京国税不
服審判所
②大阪国税不
服審判所

11月8日

(水)～

11月10日(金）

(3日間）

各5

名

･税務行政部内で独立性の強
い準司法的機関としての性格

をもつ国税不服審判所の具体
的業務について修習。
･公表裁決を使用した事例演

習等を通して、各税法の基本

的な考え方や、国税不服審判
所における審理のやり方を修
習 ⑨

･現役の法曹出身審判官等と
の意見交換。
【組織の特色】
裁判所・検察庁からの出向
者、弁護士出身の特定任期付
職員、国税出身者などから組
織されている多様性のある職
場です。

なし

※①東京国税不服審判所、
②大阪国税不服審判所のど
ちらを希望するか明記する

こと。 （場所の振り替えは
行わない。 ）

応募理由を簡記し
たもの(様式不

問。 ）

国税不服審判所(本
部)管理室総務係
(電話03-3581-4101

【内線3923, 3901】 ）

集合日時： 11月
8日(水)午前10時
場所：

①東京国税不服審
判所管理課(東京
都千代田区九段南
1－1-15九段第2合
同庁舎）
②大阪国税不服審
判所管理課(大阪
府大阪市中央区大
手前1-5-63大阪

合同庁舎三号館）

無



A－4

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等 ．
の照会先など） 集合日時､溺所

片道釦キロメートルを
超える移助の

=里襲駕蝋一二
首要蕊二寵完夢弓Z
のみ配動

地
方
自
治
体

2107
地方自治体

修習
大津市

10月2日（月）～

10月6日(金）

(1週間）

1

自治体における方て紛争の相
談業務を体験する。

【具体例】
・日常業務における法的紛争
･訴訟に係る事案
･人事管理的な法的紛争
等

ノ延津IIJ巳Tﾛ』声函'阿司じみαノー

方はご遠慮ください。

･履歴書

･志望理由書(A4

1枚以内程度）

※いずれも任意様
式

総務部人事課
担当：高橋敬太
血077-528-2711

集合日時： 10月2
日

午前8時30分
集合場所：大津市
役所本館2階人事

課

児
相 2108

児童相談所

における修

習

名古屋市中央
児童相談所

10月2日（月）～

10月6日(金）

(1週間）

1

児童相談所の福祉行政全般と
法務の各種体験

･子どもの権利を守る仕事

に高い関心と熱意があるこ
と

･プログラム開始前に児童

相談所の基本的知識を予習
できること

･履歴書

･小論文（児童福
祉分野における法
曹の役割）
･書式自由
･2000字程度

名古屋市中央児童相
談所
橋本佳子
052-757-6111

10月2日

午前8時35分
1階ロビー集合

無



A－5

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片麺キロメートルを
超える移勤の
可能性の有義

婚励予定の磁定時期の
目安蕊一鰯プログラム
のみ歴喰）

児
相

2109

児童相談所
における修

習

名古屋市西部
児童相談所

①10月16日
（月）

~10月20日

（金）

②10月23日
（月）～10月27

日 （金）

のいずれかの

日程

1

児童相談所の業務、常勤弁
護士の業務について学ぶ(児童

相談所に関する講義、家事審
判期日や司法面接の同席、家
庭訪問同行、一時保護所、施
設見学、関係機関の会議の同
席など(日程の都合上実施でき
ないこともある。 ））

児童相談所の業務や児童虐

待に興味がある者
1.履歴書、 2.志望
理由書(A4， 1枚程

度)、 3.希望する
期間（月曜日から

始まる1週間）

主幹(弁護士)根ケ山

裕子
(電話：052-365-

3231）

集合場所：開始日
午前8時45分

集合場所：名古屋
市西部児童相談所

有
(プログラム実施の

1週間前）

児
相 2110

児童相談所
における修

習

福岡県福岡児
童相談所

9月29日

(金)～

11月14日

(火）

(上記期間内の
希望する1週

間を申込書に
記載すること）

1

児童相談所における常勤弁護
士の業務について修習する。
(児童相談所に関する講義、家
事審判期日や司法面接の同
席、家庭訪問同行、一時保護
所、施設見学、所内会議・関
係機関の会議同席など(日程の
都合上実施できないこともあ
る。 ）

児童相談所の業務に興味が
ある者

1.応募理由を400
字程度で記した履

歴書

(A41枚）

弁護士（児童福祉法
務担当）
一宮里枝子

(電話092-586-
0023）

集合日時：開始日
午前9時30分
場所：福岡県福岡
児童相談所（春日
市原町3丁目1－
7）

有



A－6

コード
プログラム
名

ゅ

●

場 所 期 間
募集
人数

坐

修習内容 募集・条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合日時、場所

片逮駒キロメートルを

鰹 の

･目安溌一顔プロツラム
のみ墨画

児
相 2111

児童相談所
における修

習

大阪市中央こ

ども相談セン
ター

10月16日(月）

～10月20日

(金）

(1週間）

3名程

度

児童相談所における業務，常

勤弁護士の業務について修習
する 。

特になし ｢志望理由書」
(※別途チームズ

に指定の様式を掲
載）

照会先：管理G

(06-4301-3146）
その他：将来、関西
圏において児童福祉

施策に寄与していた

だける方を希望

集合日時: 10月16
日(月)午前9時
場所：大阪市中央
こども相談セン
ター

無

国
際
機
関
等

2201

国際協力
(法整備支

援)修習

独立行政法人

国際協力機構
(JICA)本部、
国内機関等
(東京）

10月19日

(木)～

11月1日(水）

(2週間）

2

我が国のODA事業と国際協

力機構(JICA)の業務目的
と概要を知るとともに， 日本

の法整備支援が，最高裁判
所
会

９
＄

法務省， 日本弁護士連合
大学関係者等関係機関と

どのように連携して実施・運
営されているのかを学ぶ。
また 9 JICA国際協力専
門員(弁護士） ・職員による法

整備支援に関するガイダンス
の受識, JICAが開発途上
国において実施中の法整備支

援に関わる事務作業一般のO
JTを通じ，国際協力及び法
整備支援について理解を深め
る 。

(1)国際協力及び法整備支
援に関心を有する者

(2)一定の英語力を有する
者(TOEFLPBT550

点程度, iBT80点程度）
があれば， より効果的な修
習が可能。

修習に当たっては，誓約書
を提出すること。

(1)経歴書(TOE
FL ， TOEIC

受験歴があるとき

はその点数を記載

し，証明書も必
要）

(2)当機構での修
習を希望する理由
(A4用紙1枚程
度。 1法整備支援
について知った

きっかけ， 2この
研修に期待するこ

とや今後のキャリ
アにどう活かした

いかを含めた内容
とすること。 ）
(3)修習先の弁護
士会からの承認書
(受講決定後）

独立行政法人国際協

力機構ガバナンス．

平和構築部ガバナン
スグループ法・司法
チーム

■■■■■

承認書フォームの

送付と併せて，
追って決定者に対
し，連絡します。

無



A-7

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遠釦キロメートルを
超える移鰯の
可能性の有象

(移励予定の蓮定時期の
目安憲一鄙プログラム
のみ鯉卿

国
際
機
関
等

2202
国連機関修
習

国際移住機関
(IOM)駐日事

務所

9月15日(金）
～

10月15日（日）

の間の1-2週間

※希望する期
間を申出害に
記載するこ
と ◎

1

国際機関による日本において
保護・支援を必要としている
移民(外国人)のための様々な
活動内容に触れること。
日本の出入国管理政策・人身

取引対策・移民政策の現状と
課題に触れること。

リモートワークの可能性あ

り ｡

移住問題に関心があるこ

と ⑨

英語力があること。
日本に在住する外国人の母
語のいずれかを話せればな

お良い。

履歴書(日・英）

志望動機(日）
語学能力を証明す
る書面(コピー可）

国際移住機関駐日事
務所
(TELO3-3595-

2487■■■

修習開始日の午前
10時

有
(プログラム実施の

2か月前）

国
際
機
関
等

2203
国連専門機
関修習

国際労働機関

(ILO)駐日事
務所

9月29日(金)～
10月19日(木）

(3週間）

1

ディーセント・ワーク(働き
がいのある人間らしい仕事)を

中心として、国際労働機関
(ILO)の活動内容一般について

理解を深める。国際労働基
準、ディーセント・ワークの
概念、 「仕事の未来」 、サプ
ライチェーンにおける労働CSR
等を日本国内で普及させるた

めの広報活動の補助や、世界
におけるディーセント・ワー

クに関連する日本の労働法制
に関する情報の収集及び報告
の作成、等の日常業務を通じ
て、国際機関の仕事に触れ
る 0

労働法、国際労働基準に
関心を持ち、大学あるいは
法科大学院において労働法
を履修した方。一定の英語
(TOEIC860点, TOEFL
iBT96点相当以上)を有する
方。WO即、 EXCEL、パワー
ポイントを含む基礎的なコ
ンピュータ技術を持ってい
る方。 ILO駐日事務所によ
る書類選考・電話インタ
ビューを経て、決定後は、

インターンシップに関する

覚書(見本別添)に署名する
等、 ILOのインターンシッ

プに関するルールを適用す
る ｡

経歴書(日英)及び
TOEIC/TOEFLの点

数を記載した証明
書。 決定後に、
最寄りの医療機関
が発行した健康証
明書(最近受診し
た健康診断書の．

ピー可)。

ILO駐日事務所
(03-5467-2701)

9月29日(金)午前9
時30分渋谷区神
宮前5-53-70，
国連大学本部ビル
1階の受付で8階の
ILO駐日事務所に
連絡

無



A-8

コード
プログラム
名

場 所 期 ・岡
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開鎗日の
集合日時、場所

片逮即孝ロメートルを
超える移動の
可鰹性の煮蕪

(移動予定の麹定時期の
目安蕪一部プログラム
のみ毘卿

国
際
機
関
等

2204

日本弁護士
連合会国際

室における

修習

日本弁護士連
《
云
今
ロ

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

1

日弁連における国際業務（特

に組織としての海外弁護士会
との関わりや、会員の国際活
動支援など）について経験
し、弁護士及び弁護士会の活
動の国際的広がりを学ぶ。

日弁連及び日弁連会員の国
際活動に興味を有する者
英語によるコミュニケー
ション（読み書きを含
む。 ）がある程度可能であ
る者

決定後、守秘義務等につい
ての誓約書を提出するこ
と ◎

･履歴書（和文）

･英語能力を示す
書類等（原則提出
要）
･志望動機説明書
(A4版。 日英いず
れも可）

日本弁護士連合会企
画部国際課

担当■■■■■■
(電話03-3580-

9741）

集合日時：令和5
年10月16日 （月）

午前9時30分
集合場所：弁護士
会館15階

無

福
祉
機
関

2301
社会福祉協

議会修習
練馬区社会福
祉協議会

10月23日（月）
～

11月14日(火）

(期間内で約10

日間）

1

社会福祉協議会における各

種体験【ボランティア・地域
福祉推進センター，障害者地
域生活支援センター，福祉作
業所（就労継続支援B型事業
所） p 権利擁護センター，生
活困窮者自立支援法に基づく
支援センター等での地域福祉
の推進について】

修習確定後，事前レボー
卜 （所定様式あり, A4サイ
ズ1枚）を提出すること。

地域福祉に強い関心のあ
る方。

個人票（履歴書A4
判1枚）

練馬区社会福祉協議
今
云

経営管理課総務係

(電話03-3992-5600)

修習確定後追って

連絡
無



A-9

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道風)キロメートルを
超える移勘の
可能性の有肇

鯵励予定の磁定時期の
目安叢一鄙プログラム
のみ配卿

福
祉
機
関

2302
社会福祉協
議会修習

豊中市社会福
祉協議会

10月2日（月）～

10月13日（金）

(2週間）

2

社会福祉協議会における各

種体験(地域見守り活動，住民
による何でも相談，サロン 、

コミュニティソーシヤルワー

カー事業，権利擁護事業等）

社会福祉協議会の事業内容

については，ホームページで
参照のこと。

http://www・toyonaka-

shakyo.or.jp/

NHK地域づくりアーカイ

ブスで豊中市社会福祉協謹

会の取組を事前に確認して
おくこと 。

http://wwW.nhk.or.jp/chi
iki/movie/?das_id=DOO150

10061_00000

応募理由書

(様式任意A41
枚）

豊中市社会福祉協議
会地域支援課

(電話06-6848-1279）

10月2日（月）8：45

豊中市すこやかプ
ラザ

福
祉
機
関

2303
社会福祉協
議会修習

山形市社会福

祉協議会
(山形市城西
町2-2-22）

令和5年

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

2

①社会福祉協議会の業務内容
理解。
②法と社会福祉の関わりを学
ぶ。

③高齢者・陣がい者・生活困
窮者の支援を通じ、権利擁護
の視点を学ぶ。
④成年後見センターの機能を
学ぶ。

社会福祉協議会で修習した
い理由を説明できること。

修習志望動機
(300字～400字）

社会福祉法人山形市
社会福祉協議会

１

令和5年10月23日
（月）午前9時～

山形市社会福祉協
議会にて

無



A-10

コード
プログラム
名

場． 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時､場所

片逆"キロメートルを
超える移動の
可鰭性の布鍍
感動予定の準時期の
目安蕊一部プログラム
のみ握卿

民
間
企
業

2401 企業研修
ヤフー株式会

社

10月16日（月）

~10月27日

(金）

(2週間）

1

法務担当部署における各種体

験

(法務相談、政策提言、訴訟
等）

指定なし 指定なし

原則オンラインでの

研修となります。手
続きの件で初日と最
終日は出社が必要で
す。Wi-Fi環境はご自
身でご用意くださ
い。

10月16日午前10時
東京都千代田区紀
尾井町1－3東京
ガーデンテラス紀
尾井町

紀尾井タワー2階

受付

無

民
間
企
業

2402 企業修習
九州旅客鉄道
株式会社

10月2日（月）～

10月6日(金）

(1週間）

1

法務担当部署における各種

体験（法律相談，企業倫理な
ど）

なし なし

人事部

(電話092-474-

2761）

集合日時：
10月2日午前9時

集合場所：
JR九州本社7F受

付

有



’
■ ■ ■ ■ ﾛ ■

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有兼

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

プログラム
名

募集
人数

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

場 所コード 修習内容 募集条件期 間

・法務担当部署における各種
体験(企業法務実務の理解、法
務相談実習等）
・法務以外の部署における業
務体験(当社施設見学、グルー
プ会社訪問等）

当社事業に関心のある方又
は事業会社の法務部門の業
務に関心のある方

履歴書(書式自由）

及び以下のいずれ
かの小論文
1「当社事業に関
してお気づきの点
又は関心のある事
項(法務関連事項
を含む)」
2「事業会社の法
務部門(企業法務）
が果たすべき役
割」
(A4用紙3枚程度)

■

集合日時10月23日
午前9時30分
集合場所：東日本
旅客鉄道株式会社
本社ビル(新宿）

民
間
企
業

10月23日（月）
～10月27日

（金）

（1週間）

東日本旅客鉄
道株式会社

企業修習2403 2 有

ロ ロ ロ ロ

ロ ロ ■ ロ ロ

． ’ ．
■ ■

(1)履歴書

(2)志望理由およ
び将来のキャリア
に関する考え方
(日本語および英
語、それぞれA4･
2枚程）

ン・ホールディング
10月31日（火）
～

11月14日（火）
（2週間）

民
間
企
業

ユニリーバ・

ジャパン・
ホールディン
グス合同会社

企業内法務
実務修習

最大5
名

錘2404

■ ■ ■ ■■

G ロ ロ

A-11

ス合同会社I■■■■



A-12

コード
プログラム
名

場 所 期 間

一

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片…キロメートルを
超える移動の

可能性の有焦
倦酌予定の磁定時期の
目安蕊一部プログラム
のみ毘敏）

民
間
企
業

2405 企業修習

パナソニック

ォペレーショ

ナルエクセレ

ンス株式会社

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1 ，．

契約、法務相談、訴訟・紛

争、ガバナンス、コンブライ
アンス業務等を通じた企業法
務の実習

特になし 志望理由書(書式
自由、 200字程
度まで）

パナソニック㈱空
質空調社
法務部
■■■■■■■■■■■■■■■■■

】■■■■■■■■■■■■■■■■

10/23（月)10:00AM
東京都港区東新橋
1－5－1

パナソニック東京

汐留ビル

有

裁
判
所

2501 最高裁判所修習 最高裁判所

令和5年
10月25日

(水）
(1日）

10

最高裁判所の庁舎見学、最高
裁判所調査官（民事・刑事）
による講義、記録検討、最高
裁判事による講話等

なし

申込動機を記載し
た希望理由書(A

4． 1～2枚）

追って、受講者に
対し、受講日まで
に準備しておくべ

き事項を通知す

る 。

最高裁判所裁判部第
二訟廷事務室
裁判関係庶務係
03-4233-5176

令和5年10月25日
(水）
午前9時15分
最高裁判所

(集合場所等は、
修習確定後、追っ
て通知する。 ）

無



A-13

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逮釦キロメートルを
超える移勘の
可飽性の有鍍

⑫勘予定の麹定時期の
目安蕊一部プログラム
のみ妃載）

裁
判
所

2502

地裁知的財

産権部修習
(東京）

東京地方裁判
所民事部(中
目黒庁舎）

10月2日（月）～

10月13日(金）

(2週間）

16

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討、判例・学説
の調査、 メモ(サマリー)の作
成、法廷傍聴、弁論準備手続
傍聴、ケース研究、知的財産
権事件についての講義(半日）
及び知財高裁における記録検
討、法廷傍聴等(2日間）
※新型コロナウイルスの感染
状況などによっては、募藥人
数やプログラムに変更がある
可能性があります。

1大学若しくは法科大学院

において知的財産権法関係

の講座を受講し、単位を取
得した者、 2司法試験にお
いて知的財産法を選択した

者、又は3知的財産権法に
高い関心を持っており、知
的財産権訴訟に関わる知
職・技法を修得する意欲の
ある者
※1ないし3の番号を申込

書に明記すること。

※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果、落選した者
に対し、コード2503への変

更希望の有無について、別
途調査することがある。

募集条件3の場合
には、 (1)知的財
産権法関係で関心
を持っている分野
等、 (2)知的財産
権訴訟に関わる知
識等の修得を志す
理由をA4用紙1

枚程度にまとめて
提出すること。そ

の他は、追って受
講者に対し通知す

る ◎

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務
課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

10月2日（月）

午前9時30分
東京地方裁判所中
目黒庁舎421号室

(4階）

無

裁
判
所

2503

地裁知的財
産権部修習
(東京）

東京地方裁判
所民事部(中
目黒庁舎）

10月23日（月）
～

11月2日(木）

(2週間）

16

東京地裁知財部における知財
事件の記録検討、判例・学説
の調査、メモ(サマリー)の作

成、法廷傍聴、弁鎗準備手続
傍聴、ケース研究、知的財産
権事件についての識義(半日）
及び知財高裁における記録検

討、法廷傍聴等(2日間）
※新型コロナウイルスの感染
状況などによっては、募集人
数やプログラムに変更がある
可能性があります。

1大学若しくは法科大学院
において知的財産権法関係
の講座を受講し、単位を取
得した者、 2司法試験にお
いて知的財産法を選択した

者、又は3知的財産権法に
高い関心を持っており、知
的財産権訴訟に関わる知
職・技法を修得する意欲の
ある者

※1ないし3の番号を申込

書に明記すること。
※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果、落選した者

に対し、 コード2502への変
更希望の有無について、別

途調査することがある。

募集条件3の場合
には、 (1)知的財
産権法関係で関心
を持っている分野

等、 (2)知的財産
権訴訟に関わる知
織等の修得を志す
理由をA4用紙1

枚程度にまとめて
提出すること。そ
の他は、追って受
講者に対し通知す
る ◎

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務
課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

10月23日(月）

午前9時30分
東京地方裁判所中

目黒庁舎421号室
(4階）

無



A-14

コード
プログラム
名．
場．所． 期 間

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類 、

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遁駒キロメートルを
超える移勘の

、 可飽性の有蕪
鯵勘予定の硬定時期の
目安瀬一部プログラム
のみ妃切

裁
判
所

2504

地裁知的財
産訴訟部修
習

(大阪）

大阪地方裁判

所

第21民事部．
第26民事部

令和5年
10月2日（月）～

10月13日(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理

の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工
夫、裁判所及び当事者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め、併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は、知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義、

大阪高裁第8民事部（知財集
中部）裁判官による講義、サ
マリー起案・講評、法廷傍
聴、記録検討等 。

大学・大学院において知財
関係講義の単位を取得した
者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者。
人数が超過した場合、司法

試験における知的財産権法
選択者を優先するので、該
当する条件を申込書に記載
すること。
人数が超過した場合、 コー
ド2505へ振り替えることが

あるので、振替えに支障が
ある者は、その旨及びその

理由を申込書の余白部分に
簡潔に記載すること。

なし

大阪地方裁判所事務
局総務課
庶務第二係

(D':-

令和5年10月2日
(月）

午前9時20分
大阪地方裁判所

事務局総務課
庶務第二係
(仮庁舎1階）

無

裁
判
所

2505

地裁知的財

産訴訟部修
習

(大阪）

大阪地方裁判

所

第21民事部。
第26民事部

令和5年

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理
の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工

夫，裁判所及び当事者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め，併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義，

大阪高裁第8民事部（知財集
中部）裁判官による講義，サ
マリー起案・講評，法廷傍
聴，記録検討等。

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した
者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者。
人数が超過した場合、司法

試験における知的財産権法
選択者を優先するので、該

当する条件を申込書に記載
すること。

人数が超過した場合、 コー
ド2504へ振り替えることが

あるので、振替えに支障が

ある者は、その旨及びその
理由を申込書の余白部分に

簡潔に記載すること。

なし

大阪地方裁判所事務
局総務課
庶務第二係

(D':-

令和5年10月16日

(月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事

務局総務課庶務第
二係（仮庁舎1
階）

無



片逮釦キロメートルを
超える移動の
可能性の有鍍

感動予定の磁定時期の
目安蕊一鄙プログラム
のみ配働

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

提出
書類

プログラム
－名

募集
人数

募集条件修習内容場 所コード 期 間

知財事務所
修習（東
京）

知
財 2601

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は
受入れない。なお、受入れ
内定以降に、上記係争事件
が発生したときは、当該修

習生を受入れの上、当該事
件は修習対象から除外す
る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様

とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象
から除外する。
②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

大阪市北区中之島2－
3－18

中之島フェスティバ
ルタワー27階
担当：平野惠稔弁護
士

TEL:06-6208-1406

日時：

10月2日午前10時
いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

10月2日（月）～

10月13日（金）

（2週間）

弁護士法人大
江橋法律事務
所

知的財産事

務所修習
（大阪）

知的財産関係講義
の履修証明書

知
財

無12602

場所：

事務所受付

A-15



A-16

コード
プログラム
－ 名

場 所 期 岡
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
寄類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逮副キロメートルを
超える移動の
可能性のお義

(移動予定の■定時期の
目安翠一部プログラム
のみ毘働

知
財 2603

知的財産事

務所修習
(大阪）

小松法律特許

事務所

10月10日（火）
～

10月20日(金）

(2週間）

2

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義
の履修証明書

大阪市北区中之島2－
2-2

大阪中之島ビル8階
担当：小松陽一郎弁
護士
TEL:06-6221-3355

日時：

10月10日午前10時

場所：

事務所受付

有

知
財 2604

知的財産事

務所修習
(大阪）

弁護士法人関
西法律特許事
務所

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を

扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れのうえ、当該事件を
修習対象から除外する。申

込時に修習生の就職予定事
務所等が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の
ときも、同様とする。

②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

①知的財産関係講
義の履修証明書
②履歴書

大阪市中央区北浜2－
5-23

小寺プラザ12階
担当：田上洋平弁護
士

TEL:06-6231-3210

日時：

10月16日午前10時

場所：

事務所受付

有



A-17

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

､提出
香．類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道印キロメートルを
超える移動の
可飽性の有鍍

鯵励予定の磁定時期の
目安※一都プログラム
のみ雇動

知
財 2605

知的財産事
務所修習
(大阪）

弁護士法人淀

屋橋・山上合

同

10月23日（月）
～

11月2日（木）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を

扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れのうえ、当該事件を
修習対象から除外する。申
込時に修習生の就職予定事

務所等が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の
ときも、同様とする。

②法科大学院において知財

関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義
の履修証明書

大阪市中央区平野町
4-2-3

オービック御堂筋ビ

ル9階

担当：藤川義人弁護
士

TEL:06-6202-4445

日時：

10月23日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外 2606

渉外事務所
修習
(大阪）

岡田春夫綜合

法律事務所

10月2日（月）～

10月13日（金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英語の読解力があるこ
と ｡

英語を読むのに苦
にならない程度の
語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

日時：

10月2日午前10時

場所：

事務所受付

無



A-18

コード
プログラム
名

場 所 期 岡
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類．

その他(内容等
の照会先など）

開始日
集合日時、

の

場所

片…キロメートルを
超える移勘の
可鰹性の宥蒙

感動予定の建定時期の
目安※一艶プログラム
のみ配載）

渉
外 2607

渉外事務所
修習
(大阪）

弁護士法人オ
ルビス

10月2日（月）～

10月13日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（韓国
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②韓国関係の渉外に関心が
あること。

なし

大阪市中央区南船場
1-16-10

大阪岡本ビル5階
担当：表薫弁護士
TEL:06-6264-1976

日時：

10月2日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外 2608

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務
所

10月2日（月）～

10月13日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係・中国法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は
受け入れない。なお、受入
れ内定以降に、上記係争事
件が発生したときは、当該
修習生を受入れの上、当該
事件は修習対象から除外す
る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様

とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象
から除外する。
②英語又は中国語を読むの
が苦にならない程度の語学
力があること。

なし

大阪市北区中之島2－
3-18

中之島フェスティバ
ルタワー27階

担当：金井美智子弁
護士
TEL:06-6208-1407

日時：

10月2日午前10時

場所：

事務所受付

無



A-19

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容

ー

募集条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有鍍．

(移動予定の砿定時期の
目安※＝認プログラム
のみ混戦）

渉
外 2609

渉外事務所
修習
(大阪）

大阪国際綜合
法律事務所

10月2日（月）～

10月13日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英語、渉外事件に興味が
あること ｡

なし

大阪市西区靱本町'一
6－10

本町西井ビル5階
担当：松岡伸晃弁護
士

TEL:06-6446-1123

日時：

10月2日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外 2610

渉外事務所
修習
(大阪）

弁護士法人淀
屋橋・山上合
同

10月10日（火）
～

10月20日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係・中国語法関係） ＝

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は
受け入れない。なお、受入
れ内定以降に、上記係争事
件が発生したときは、当該
修習生を受入れの上、当該

事件は修習対象から除外す
る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様
とし、当該修習生を受入れ

の上、当該事件は修習対象
から除外する。
②HSK(新)6級かつ
TOEFL100/120程度の学力を
有する者。若しくはそれに
達しないが、相当の語学力
があり、又はそれに代わる
能力・意欲がある者

なし

大阪市中央区平野町
4－2－3

オービック御堂筋ビ
ル9階

担当：仲井晃弁護
士

TEL:06-6202-3355

日時：

10月10日午前10時

場所：

事務所受付

有



A-20

コード
プログラム
名
､場 所 期 間

募集
人数
･修習内容 。

■

募集条一件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを

期の
目安※ｰ部プログラム
のみ妃載）

渉
外

2611

渉外事務所
修習
(大阪）

岡田春夫綜合
法律事務所

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

2

いわゆる『渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英語の読解力があるこ
と ｡

英語を読むのに苦
にならない程度の
語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3－2－1
淀川5番館7階
担当：岡田春夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

日時：

10月16日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外 2612

渉外事務所
修習

(大阪）

北浜法律事務
所・外国法共
同事業

10月23日(月）
～

11月2日(木）

(2週間）

１
，

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英語
案件）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を
有すること。

TOEFL (iBT) 85点
以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市中央区北浜1－
8-16

大阪証券取引所ビル

担当：児玉実史弁護
士

TEL:06-6202-1088

日時：

10月23日午前10時

場所：

事務所受付

有



A-21

コード
プログラム
名
堪所 期 間

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他
の照会 集昔

の

甥所

のみ墨画

渉
外 2613

渉外事務所
修習
(大阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

10月23日（月）

~11月2日（木）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85点

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有
することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3－11

大阪豊田ビル

担当：村上拓弁談士
TEL:06-6251-7266

日時：

10月23日午前10時

場所：

事務所受付

渉
外

2614

渉外事務所
修習
(大阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

10月30日（月）
～11月10日

(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を
有すること。

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85点

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有
することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4-3-11

大阪豊田ビル

担当：山崎陽平弁護
士

TEL:06-6251-7266

日時：

10月30日午前10時

場所：

事務所受付
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A-25

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片迩0キロメートルを
超える移勤の
可飽性の有錬

曜動予定の■定時期の
目安蕊一鄙プログラム
のみ毘卸

法
テ
ラ
ス

2621

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス埼玉

法律事務所

10月2日（月）
～

11月10日(金）

(1週間）
※1週間のプ
ログラム（土

日祝日は除

く）

＊＊希望する

日程を応募書
類に記載して
ください。

全期
間を

通じ
て1

名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】当事務所では、
一般民事事件、家事事件、成年後
見事件、債務事件整理、刑事事件

等を扱っています。また、福祉関

係の支援者らとネットワークを構
築するなどして司法アクセスの解
消を目指し，出張相談やケース会
議への参加にも積極的に取り組ん

でいます｡．

なし ①自己紹介

②法テラス埼玉法
律事務所で何を学
びたいか。

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡、
先】
担当者：法テラス埼

玉法律事務所

ﾛ■■■■■■
電話:0503383-
5376

集合日時：受け入
れ決定期間初日

午前9時30分
集合場所：法テラ
ス埼玉法律事務所
(さいたま市浦和
区高砂3-17-15

さいたま商工会議
所会館6階）

法
テ
ラ
ス

2622

法テラス大

規模型事務
所修習

法テラス千葉

法律事務所

①10月2日
（月）～ ．

10月20日（金）

(1， 2週間）

②10月23日
（月）～11月

10日 （金）

(1， 2週

間）

各期

間1
名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事・刑事問わず、幅広い分

野を担当しています。それぞ
れの弁護士が専門性を活かし
て活動しています。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス千葉法律事
務所

担当者:■■■■
電話:0503383-0000

集合日時：開始日
の午前10時

集合場所：法テラ

ス千葉法律事務所
(千葉市中央区中
央3－3－8 日

進センタービル5

階）

無



A-26

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）
■ ■

開始日の．
集合日時、場所

片…キロメートルを
超える移勤の
可能性の有鍾

I謬廟霧疋の画疋珂噸四

目安※－郡プログラム
のみ歴敏）

法
テ
ラ
ス

2623

法テラス小

規模型事務
所修習

ス
務

法テラス茨

城、法テラ

茨城法律事

所

10月2日(月）
～

10月6日（金）

10月10日(火）
～

10月13日（金）

10月16日（月）
～

10月20日（金）

10月23日(月）
～

10月27日（金）

10月30日(月）
～

ｊ
ｊ
木
月
く
く
日
日

２
６
月
月
１
１
１
１
～

11月10日(金）

(1週間）

希望する日程
を応募用紙に
記載して下さ
い ｡

期
を
じ
１

、
全
間
通
て

名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】

民事・刑事問わず幅広い分野
を取り扱っています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと
をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。 【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス茨城法律事
務所

篭:■■■■
電話:0503383-5389

集合日時：受入決
定期間初日午前
10時

(※受入決定後、
法テラス茨城法律

事務所に連絡を入
れ、決定期間を確

認して下さい。 ）

集合場所：法テラ
ス茨城法律事務所
(水戸市大町3－
4－36大町ビル3

階）

無

法
テ
ラ
ス

2624

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス栃木
法律事務所、
法テラス栃木

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（ ）

【事務所の特色】
本所併設型の当法律事務所で
は、常勤弁護士1名が在籍
し、扶助・国選事件に対応し
ている。その他、福祉関係機
関と連携し、成年後見事件や
それに関連する債務整理事件
等も取り扱っている。

なし 応募理由をA4用
紙1枚以内で提出
すること

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス栃木法律事
務所

集合日時: 10月23
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス栃木法律事務所
（宇都宮市本町4
－15宇都宮NIE
ル2階）
(※受入決定後、
法テラス栃木法律

事務所に連絡を入
れ、決定期間を確
認してくださ

い。 ）

無



A-27

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
香類

その他(内容等
の照会先など）

‐ 開始日の
集合日時、場所

片遠別キロメートルを
超える移愛の
可能性の有鍍

鱈励予定の菌定時期の
目安蕊一鄙プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

2625

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス群馬

法律事務所、
法テラス群馬

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
本所併設型の法律事務所で
す。民事事件、家事事件、刑
事事件などを受任し、また福
祉等の関係機関と連携した活
動も行っており、幅広く活動
しています。群馬県内唯一の
法テラス法律事務所であり、
活動範囲は群馬県内全域で
す。

なし 応募理由をA4判

1枚程度にまとめ
て提出して<ださ
い 。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス群馬法律事

務所

担当者:■■■■
■■■
電話：0503383-0513

集合日時： 10月23
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス群馬法律事務所
(群馬県前橋市千
代田町2－5－1

前橋テルサ5階
(今後移転予
定） ）

有

法
テ
ラ
ス

2626

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス静岡

法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

ｰ

B班

A班

通じ
て

1名

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務 。
口司法過疎対策業務
■その他（いわゆる司法ソー
シャルワーク）

【事務所の特色】
弁護士が多数登録する都市部
において、 「補完」 としての
スタッフ弁護士の役割を果た

すオーソドックスな都市型事
務所

特になし ①自己紹介
②応募理由
③法テラス静岡法
律事務所で何を学
びたいか。

以上をA4判2～

3枚程度にまとめ
て提出してくださ

い。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス静岡法律事
務所

電話：0503383-5404

集合日時: 10月16
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス静岡法律事務所
(静岡市葵区呉服
町2－1－1札の

辻ビル5階）

無



A-28

コード
プログラム
名

場 所 期 閥
募集
人数

修習、内容 募集条件
提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

､開始日の
集合日時、堰所

片…キロメートルを
超える移励の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安蕊一節プログラム
のみ露働

法
テ
ラ
ス

2627

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス沼津

法律事務所

10月10日（火）
～

10月13日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
福祉関係機関（地域包括支援
センター、 自立相談支援機関
等） との連携を中心とした司

法SW活動を行っている。
ケース会議等があれば参加い
ただく予定です。

なし ①自己紹介

②法テラス沼津を
希望した理由

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス沼津法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-5407

集合日時: 10月10

日 （火）午前10時

集合場所：法テラ
ス沼津法律事務所
(沼津市三園町1

-11)

無

法
テ
ラ
ス

2628

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス下田

法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務（少）
■司法過疎対策業務
□その他（ ）

【事務所の特色】弁謹士6人
の地域にある事務所です。成
年後見事件を含む様々な事件

を抱えています。福祉機関と
の連携に積極的に取り組んで
います。

なし ①自己紹介
②法テラス下田を
希望した理由

③修習で何を学び
たいか

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス下田法律事

務所

電話:0503383-0024

集合日時: 10月23
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス下田法律事務所
(下田市東本郷1
－1－10バールビ

ル3階／串特急が
入っているビルの

3階）

有



A-29

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遠即キロメートルを
超える移勘の
可飽性の有鍍

曜動予定の■定時期の
目安蕊一部プログラム
のみ妃敏）

法
テ
ラ
ス

2629

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス長野

法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
主に民事法律扶助事件、国選

弁護事件を扱う事務所です。
例外的に後見事件、支部事件
も扱います。その他、関係機
関に対する業務説明や法教育
にも取り組んでいます。

なし

β

応募理由を記した
自己紹介（書式自
由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス長野法律事
務所

担当者:■■■■■
■■■
電話:0503383-5414

集合日時: 10月23
日 （月）午前9時

集合場所：
法テラス長野法律

事務所
(長野県長野市新
田町1485-1長野

市もんぜんぷら座

4階）

有

法
テ
ラ
ス

2630

法テラス大

規模型事務
所修習

法テラス大

阪、法テラス

大阪法律事務

所、常勤弁護
士養成常勤弁
護士各位事務
所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

3名

以内
（申

込者
が1

名の

みの

場合

は中

止）

■常勤弁護士の法律事務

(養成中のスタッフ弁護士の
業務見学を含む。 ）
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（

）

※座学が中心となります

特になし ①法テラス大阪で

の修習を希望した
理由 。

②この研修で何を
学びたいか。

上記2点をA4判
1枚程度にまとめ
て提出すること。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス大阪総務
課

担当

電話
者:■■■■■

集合日時: 10月16
日 （月）午前9時

10分

集合場所：法テラ
ス大阪（大阪市北
区西天満1－12－

5大阪弁護士会

館地下1階）

無



A-30

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

.開始日の
集合日時、場所

片…キロメートルを
超える移動の

可能性のお無
睡励予定の砿定時期の
目安燕一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

2631

法テラス過
疎地型事務
所修習

法テラス南和
法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
奈良県の南部・吉野郡に位置
する事務所です。過疎地型の
事務所として、民事・家事・
刑事事件を扱っています。事
務所周辺地は、過疎化が進む
一方、地元自治体との顔の見
える関係もあり、関係機関を

経由して、成年後見や相続・
財産管理に関する相談も多く
持ち込まれています。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス南和法律事
務所

担当者:■■■■
電話：0503383-0025

集合日時: 10月16
日 （月）午前9時

集合場所：法テラ
ス南和法律事務所
（奈良県吉野郡大
淀町大字下渕68-

4やすらぎビル4
階）

無

法
テ
ラ
ス

2632

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス魚津
法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事・刑事問わず幅広い分野
の事件を取扱っています。

行政機関や福祉機関との連携
活動も行っており、調整がで
きればケース会議等に参加い

ただく予定です。

へ

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと
をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス魚津法律事
務所

担当者:■■■■■
電話：0503383-0030

集合日時: 10月23
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス魚津法律事務所
(魚津市釈迦堂1
-12-18魚津商

工会議所ビル5
階）

無



A-31

コード
プログラム
名
増所 期 間

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片道印キロメートルを
超える移働の
可能性の有録

(移動予定の磁定時期の
目安叢一部プログラム
のみ鹿卿

法
テ
ラ
ス

2633

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス広島

10月10日（火）
～

10月13日(金）

(4日間）

2

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（ ）

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス
の充実に取り組んでいます。
関係機関と連携し、高齢者．
障がい者、生活困窮者を支援

することが多いです。

なし ①履歴書
②応募理由書A
4版1枚程度

都市部における社
会的弱者に対する
法的サービスに関

する見解を、応募
理由書の中で述べ
てください。

I受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス広島法律事

務所
担当

電話
者:■■

集合日時： 10月10
日 （火）午前10時

集合場所：法テラ
ス広島法律事務所
（広島市中区八丁
堀2－3l広島鴻池

ビル6階）

法
テ
ラ
ス

2634

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス山口

法律事務所、
法テラス山口

10月2日（月）
～

10月6日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事法律扶助や国選弁護だけ

ではなく、司法ソーシャル

ワーク活動として福祉機関へ
の情報提供業務や法教育にも
力を入れています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと
をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス山口法律事
務所

担当者:■■
電話:0503383-0021

集合日時: 10月2
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス山口法律事務所
(山口市黄金町1

－10菜花道門
キューブ2階）

有



A-32

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片遁釦キロメートルを
超える移勘の
可飽性の宥鍾

(移動予定の■定時期の
目安憲一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

2635

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス島根
法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁謹士の業務修習

【事務所の特色】
行政機関、福祉、その他連
携面に特に力を入れていま
す◎

民事・刑事問わず幅広い分
野を取り扱っています。

なし 法テラス島根法律
事務所を希望した

理由をA4判1枚
程度にまとめて提

出してください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス島根法律事

務所

担当者:■■
電話：0503383-5498

集合日時： 10月16
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス島根法律事務所

(松江市南田町60
法テラス島根2

階）

法
テ
ラ
ス

2636

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス福岡

法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
福祉機関と連携し社会的弱
者を支援する案件が多い事務
所です。

なし ①法テラス福岡で
の研修を希望した

理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス福岡法律事

務所
担当

電話凸

集合日時集合日
時: 10月23日

（月）午前10時

集合場所：法テラ
ス福岡法律事務
(福岡市中央区渡

辺通5-14-12南
天神ビル4階）



A-33

コード．
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 ‘ 募集条件

提出
香類．

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遁釦キロメートルを
超える移勘の

可憐性の有鍍
醗動予定の重定時期の
目安※－部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

2637

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス長崎
法律事務所

10月10日（火）
～

10月13日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事法律扶助事件、国選弁護
事件の他、後見人業務もして
います。

なし 応募理由や当事務
所でやってみたい

内容があれば,A
4判1枚以内で提
出してください

(任意)。 【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス長崎法律事
務所
担当者:■■
電話:0503383-0031

集合日時: 10月10
日 （火）午前10時

集合場所：法テラ
ス長崎法律事務所
（長崎市栄町1－
25長崎MSビル
3階）

無

法
テ
ラ
ス

2638

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス五島

法律事務所

①10月2日
（月）～
10月6日(金）

(1週間）

②10月16日
（月）～
10月20日

(金）

(1週間）

※各期間1名
ずつ

2

担当弁護士に帯同して、取扱
い事案の記録検討、期日への
出頭同席、起案をしていただ
くほか、支援調整会議等関係
機関との会議への出席、離島
への出張相談・打合せ、長崎

本庁への出張を行う可能性が
ある。五島で働くスタッフ弁
護士の実情を肌で感じ、印象
的なものとして記憶していた
だく 。

なし 当事務所を希望し
た理由をA4判1

枚程度にまとめて

提出してくださ

い。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス五島法律事

務所

担当者:■■■■■■

電話：0503383-0516

集合日時：各日程
ともに、初日午前

9時15分

集合場所：法テラ
ス五島法律事務所

(長崎県五島市池
田町2-20)

有



A-34

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

‐ 提出
害類 一

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逆50キロメートルを
越える移勘の
可能性の棒

感勤予定の麹定時期の
目安窯一部プログラム
のみ毘卿

法
テ
ラ
ス

2639

法テラス過
疎地型事務
所修習

法テラス雲仙

法律事務所

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
当事務所は雲仙岳西麓の温泉
街にあります。事件数・種類
ともに多いです。また、触法
障がい者の支援に取り組む社

会福祉法人との連携事案もあ
ります。

なし ①自己紹介
②法テラス雲仙法
律事務所での修習
を希望する理由

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス雲仙法律事

務所
担当者:■■■■■
電話:0503383-5324

集合日時: 10月16
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス雲仙法律事務所
（長崎県雲仙市小
浜町北本町14番地

3雲仙市小浜老
人福祉センター2
階）

有

法
テ
ラ
ス

2640

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス宮崎
法律事務所

10月2日（月）
～

10月6日(金）

(1週間）

2

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークに力を

入れています。

なし 応募理由を記した
自己紹介（書式自
由，履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁謹士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス宮崎法律事
務所

担当

電話
者:■■■■

集合日時: 10月2
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス宮崎法律事務所
（宮崎市旭1－2
－2宮崎県企業局
3階）

無



A-35

コード
プログラム

． 名
場 所 期 間．

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逆駒キロメートルを
超える移動の
可能性の有然

鰹励予定の破定時期の
目安※ー鄙プログラム
のみ毘載）

法
テ
ラ
ス

2641

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス延岡

法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
高齢のため、外出できない方
や、最寄りの法律事務所まで
相談に出向くことが困難な方
の事件が多いです。また、民
事法律時扶助を使いたいとい

う方の事件がほとんどです。
刑事民事家事債務整理など、
幅広く事件を扱っています。

なし 志望理由を記した

自己紹介（書式自
由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス延岡法律事

務所

担当者:■■■■■■
電話:0503383-0520

集合日時: 10月16
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス延岡法律事務所
(宮崎県延岡市祇
園町1－2－7

UMK祇園ビル2

階）

有

法
テ
ラ
ス

2642

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス沖縄
法律事務所、
法テラス沖縄

10月2日 （月）
～

10月6日(金）

(1週間）

2

スタッフ弁護士の業務修習
･国選刑事弁護事件
･民事法律扶助事件

【事務所の特色】
国選弁護事件を多数取り扱っ
ています。

なし 応募理由をA4版
1枚以内に記載し
て提出。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス沖縄法律事
務所
担当

電話
者:1■■

集合日時： 10月2
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス沖縄法律事務所
(那覇市楚辺1－
5－17プロフェス

ビル那覇3階304

号）

無



A-36

コード
プログラム
名

場 所 期 岡
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片通駒キロメートルを
超える移動の
可鰭性の有鍍

鯵勘予定の砿定時期の
目安潅一部プログラム
のみ雇喰） ．

法
テ
ラ
ス

2643

法テラス過
疎地型事務
所修習

法テラス宮古
島法律事務所

10月2日（月）
～

10月13日(金）

(2週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
最も南に位圏する法テラスの
事務所です。
離島の司法アクセス向上のた
め ， どんな事件や相談にも対

応します。

福祉関係の機関とも連携して
活動しています。

なし ①自己紹介
②希望理由
③学びたい内容
以上をA4用紙2

枚程度にまとめて
提出して下さい。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス宮古島法律
事務所

担豐蓋:■■■■
電話：0503383-0201

集合日時： 10月2
日 （月）午前9時
15分

集合場所：法テラ
ス宮古島法律事務
所

(宮古島市平良西

里1125宮古合同
庁舎1階）

無

法
テ
ラ
ス

2644

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス会津
若松法律事務
所

11月6日（月）
～

11月10日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事・刑事問わず様々な事件
を取り扱っています。福祉機
関等からの相談依頼が多いで
す 。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス会津若松法

律事務所

担当者：事務局■■
電話：0503383-0521

集合日時： 11月6
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス会津若松法律事
務所

(会津若松市栄町
5－22 フジヤ会

津ビル1階）

有



A-37

コード
プログラム
名

場 ・所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出 ，
害類

その他(内容等
の照会先など）

､開始日の
集合日時、場所

片遠50キロメートルを
超える移動の
可龍性の有鍍

鱈勤予定の画定時期の
目安蕊一郡プログラム
のみ毘敏）

法
テ
ラ
ス

2645

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス秋田

法律事務所

11月6日（月）
～

11月10日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
受任事件自体は一般弁護士事
務所と変わりはないが、裁判
員対象事件の2人目選任とな

ることが多い。
また、支部案件を受任するこ
ともある。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと
をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス秋田法律事
務所

担当者:■■
電話:0503383-5549

集合日時： 11月6
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス秋田法律事務所
(秋田市中通5－
1－51北都ビル
ディング6階）

無

法
テ
ラ
ス

2646

法テラス過
疎地型事務
所修習

法テラス鹿角
法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
①社会福祉協議会や市役所の
福祉部門等と日々密接に連携
しています

②過疎地型の法律事務所とし
て、地域内で起こる多様な事
件を幅広く扱っています。

画J陸]回堺工巴ぐじﾉ采ｮ労ベタ、 画」

法ソーシャルワークに興味
があること

自己紹介、学びた
いことをA4判1

枚程度にまとめて

提出してくださ
し、 ◎

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス鹿角法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-1416

集合日時： 10月16
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス鹿角法律事務所
（鹿角市花輪字下
花輪50鹿角市福祉
保健センター2

階）

無



A-38

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逮印キロメートルを
超える移勘の
可飽性の有鍍

(移勘予定の磁定時期の
目安窯一部プログラム
のみ混載）

法
テ
ラ
ス

2647

法テラス小
規模型事務
所修習

法テラス青森
法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
刑務所相談や社会福祉協議会
等の福祉機関と連携して仕事
をしています。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス青森法律事
務所
担当者：未定
※お問合せの際は

｢選択型実務修習の
担当弁護士」への取
次をお申し出くださ

い。

電話：0503383-5554

集合日時： 10月16
日 （月）午前9時

集合場所：法テラ
ス青森法律事務所
(青森市長島1－
3－1 日本赤十

字社青森県支部ビ
ル2階）

有

法
テ
ラ
ス

2648

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラスむつ

法律事務所

以下のうち
いずれか1週

間

①10月2日
（月）～
10月6日

(金）
②10月16日
（月）～10月

20日 （金）

希望する期間

を応募書類に
記載してくだ
さい。

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
地域に密着し、多様な事件を
取り扱っています。
県社協等と連携するなど、司
法ソーシャルワークにも力を
入れています。

なし ①当事務所を希望
した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラスむつ法律事
務所

担当者:■■■■
電話：0503383-0067

集合日時：研修初
日午前9時30分

集合場所：法テラ

スむつ法律事務所
(青森県むつ市中
央1－5－1）

有



A-39

コード
プログラム
名

●

場 所 期 間
募集
人数
修習内容． 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、堰所

片…キロメートルを
超える移勘の

可箆性の有鍍
･鱈勘予定の■定時期の
目安乗一部プログラム
のみ雇敏）

法
テ
ラ
ス

2649

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス函館

法律事務所

10月2日（月）
～

10月6日（金）

(1週間・土日

除く）

1

スタッフ弁謹士の業務修習

【事務所の特色】
民事法律扶助による民事事
件、国選刑事弁護事件が中
心。民事事件の事件類型は、
一般訴訟事件、家事事件、債
務整理等多様である。高齢
者・障害者向けの出張相談も

行っている。

なし 応募理由をA4版
1枚以内で提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス函館法律事

務所

電話：0503383‐5562

集合日時：
受入期間の初日午
前9時15分

集合場所：法テラ
ス函館法律事務所
(北海道函館市若
松町6－7ステー

ションプラザ函館

5階）

無

法
テ
ラ
ス

2650

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス江差

法律事務所

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

一
名
１
２

スタッフ弁護士の業務修習
･常勤弁護士の法律事務
･民事法律扶助業務
･司法過疎対策業務

【事務所の特色】
函館地家裁江差支部管内唯一
の法律事務所で、幅広い事件
類型を取り扱っています。典
型的な司法過疎地域を体験で

きます。

なし 応募理由を記した
自己紹介（書式自
由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス江差法律事
務所

担当者:■
電話：0503383-5563

集合日時: 10月16

日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス江差法律事務所
(桧山郡江差町字
中歌町199-5)

有

６

ゴ



A-40

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出 ．
害類

その他(内容等
の照会先など）

●

開始日の
集合日時､増所

片…キロメートルを
超える移動の
可飽性の有鍍
一一ー一一一一一~一

ー~中"､~－－~…ー

目安蕊一鄙プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

2651

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス八雲

法律事務所

10月2日（月）
～

10月6日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
司法過疎地域の法律事務所と
して民事・刑事を問わず事件
を取り扱っています。福祉機
関に対する情報提供業務や出

張相談など、事務所以外での
業務も行います。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス八雲法律事

務所

担当者:■■■
電話:0503383-8366

集合日時： 10月2

日 （月）午前9時

集合場所：法テラ
ス八雲法律事務所
（北海道二海郡八
雲町富士見町21-

1）

無

法
テ
ラ
ス

2652

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス旭川

法律事務所、
法テラス旭川

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】

法テラス旭川法律事務所は、
日本最北端の法テラス法律事
務所です。
都市型の法律事務所として、
民事法律扶助事件、国選弁護
事件を多く取り扱っていま
す 。

一方で、旭川弁護士会は広大
な道北地域を管轄しており、
司法過疎対策にも力を入れて
います。

なし 応募理由をA4判
1枚程度にまとめ
て提出して<ださ

い。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス旭川法律事
務所
担当

電話治

集合日時： 10月16
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ
ス旭川法律事務所
(旭川市3条通9
-1704-1 TK'

ロンティアビル7

階）

有



A-41

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片…キロメートルを．
超える移動の．
可飽性の有焦

鯵勤予定の瞳定時期の
目安蕊一鄙プログラム
のみ毘卿

法
テ
ラ
ス

2653

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス香川

法律事務所

10月16日（月）
～

10月27日(金）

(2週間）

1

法テラスの業務

法テラス香川法律事務所所属

の常勤弁護士の業務修習

【事務所の特色】
一般民事・家事・債務整理、
国選事件を取り扱っていま
す。行政・福祉機関と連携
し、高齢や障害のある方など
への出張での法律相談などア

ウトリーチ活動に力を入れて

います。講演の機会も多くあ
ります。

なし 応募理由をA4判
1枚以内で提出す
ること 。 【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス香川法律事

務所

担当者:ﾛ■■
電話:0503383-5572

集合日時： 10月16
日 （月）午前9時
頃

場所：法テラス香
川法律事務所
(香川県高松市寿
町2－3－11 高

松丸田ビル9階）

有

法
テ
ラ
ス

2654

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス徳島

法律事務所、
法テラス徳島

10月10日（火）
～

10月13日(金）

(1週間）

1～

2

･スタッフ弁護士の業務修習
･法テラス徳島の業務につい
て

【事務所の特色】
小規模事務所で様々な業務を
修習していただけるかと思い
ます。

法テラス徳島法律事務所お
よび法テラス徳島に興味．
関心を持つ司法修習生

応募理由書(A4
判1枚以内）を提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス徳島法律事
務所

担当者:■■■
電話:0503383-5574

集合日時: 10月10
日 （火）午前10時

集合場所：法テラ

ス徳島

(徳島市元町1－
24アミコピル3

階）

無



タ
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埠

コード
プログラム
名

場 所 期． 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

閲始日の
集合日時､場所

片道印キロメートルを
超える慈動の
可能性の痴嬢

鱈励予定の■定時期の
目安※一部プログラム
のみ露敏）

法
テ
ラ
ス

2655

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス高知

法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1名

程度

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
･スタッフ弁護士が刑事当番

に入ることが多く、刑事事件
が多く回ってきます。

なし 自己紹介又は志望

理由をA4判1枚
にまとめて提出し

てください。 【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス高知法律事

務所

竃
:■■■■ロ

電話:0503383-5576

集合日時: 10月23
日 （月）午前9時
30分

(※受入決定後、
法テラス高知法律
事務所に連絡を入
れ、決定期間を確
認して<ださ

い。 ）

集合場所：法テラ
ス高知法律事務所
(高知市本町4－

1－37丸ノ内ビ

ル3階）

有

法
テ
ラ
ス

2656

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス須崎

法律事務所

10月23日（月）
～

10月27日(金）

(1週間）

1～

2

■常勤弁護士の法律事務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■司法過疎対策業務

【事務所の特色】
民事・刑事事件が豊富にあり
ます。関係機関との連携や学
校での出前授業などにも力を

入れています。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと
をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス須崎法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-5579

集合日時： 10月23
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス須崎法律事務所
(高知県須崎市新
町2－3－26）

有



A-43

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条．件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など） 齢

↓
増所

片逮釦キロメートルを
超える移勤の
可能性の有無

鯵動予定の砿定時期の
目安蕊一部プログラム
のみ歴働

法
テ
ラ
ス

2657

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス愛媛

法律事務所

10月16日（月）
～

10月20日(金）

(1週間）

1名

程度

スタッフ弁謹士の業務修習

【事務所の特色】
当事務所は、刑事・家事。
債務整理・一般民事等の相談
及び受任や、福祉関係機関と
連携した活動等を行っていま
す｡

プログラムでは、スタッフ

弁護士の業務への同行に加え
て法テラス業務の説明等も予
定しています。

なし A4判1枚程度の

志望理由書、簡単
な履歴書（志望理

由書の中に経歴を

書いて頂くのでも
構いません）

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス愛媛法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-5582

集合日時: 10月16
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス愛媛法律事務所
（松山市一番町4
－1－11共栄興産
－番町ビル4階）

有

公
設
事
務
所
等

2658
公設事務所

等修習

弁護士法人東
法律事務所
(旧気仙沼

ひまわり基金

法律事務所）

10月16日（月）
～

10月20日（金）

(1週間）

1

旧公設事務所における業務

内容を見学し，地方における
法律事務所の実務を学習す
る ｡

なし(メールにより自己紹

介・志望動機や見たい内容
を伝えてもらい選出す

る。 ）
※当事務所は，参加希望
者の「選択型実務修習プロ
グラム申込書(全国)」を所

属庁会を通じて受領した
後，同希望者に対しメール
を送って上記自己紹介等を
求めるので，適宜対応して

頂きたい。

なし

弁護士法人東法律事

務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：

■■■■■■■
■）

集合日時：開始日

の午前9時
集合場所：弁護士
法人東法律事務所

有



A-44

コード
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件 一

提出
書類

：その他(内容等
の照会先など）

開始日の．
集合日時、場所

片…キロメートルを
.超える移動の
可飽性のお鍾
鯵動予定の磁定時期の
目安※一部プログラム
のみ麗敏）

公
設
事
務
所
等

2659
公設事務所
等修習

下田ひまわり

基金法律事務
所

10月23日（月）

～10月27日

(金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内容
を見学し，司法過疎地におけ
る弁護士業務を学習する。

なし

･応募理由書（字
数指定なし）

･履歴書（書式自
由）

下田ひまわり基金法

律事務所(電話
0558-25-2131)

集合日時:10月23
日(月)午前9時30

分集合場所：下田
ひまわり基金法律
事務所

有

公
設
事
務
所
等

2660
公設事務所

等修習

弁護士法人空

と海そらう

み法律事務所
奄美事務所
(旧ひまわり

基金法律事務
所）

10月23

（月）～10月

27日(金）

(1週間）

1

奄美大島(鹿児島地方裁判所名
瀬支部管内)にある事務所(旧
ひまわり基金法律事務所)にお
ける業務内容(離島間の出張，

裁判所期日，法律相談等)に携
わり p 司法過疎地域の現状及
びその対策等を修習する。

出張で飛行機を利用する可
能性があるため，飛行機で
の移動を苦手としないこ

と ｡

･履歴書

･志望理由書(害
式自由）

弁護士法人空と海そ
らうみ法律事務所奄

美事務所弁護士岡
本敏徳(おかもととし

のり）

電話:0997-54-5588
mail:okamoto@soraum

i-law・CO、

集合日時： 10月
23日(月)午前9
時30分

場所：事務所

有



■ ■ ■

片進50キロメートルを
超える移動の
可能性の有蒸

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

開始日の
集合日時、場所

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

プログラム
名

募集
人数

募集条件修習内容コード 場 所 期 間
Ⅱ ロ

l
由

屯

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

１１
■

・履歴書
・志望理由書(書
式自由）

岩手県の沿岸地域(盛岡地方裁
判所一関支部管内)にある事務
所(旧ひまわり基金法律事務
所)における業務内容(裁判所
期日、法律相談等)に携わり、
司法過疎地域の現状及びその
対策等を修習する。

なし

■

弁護士法人空
と海そらうみ
法律事務所陸
前高田事務所
（旧ひわまり
基金法律事務
所）

公
設
事
務
所
等

10月23日

（月）～
10月27日

（金）
（1週間）

集合日時： 10月23
日(月)午前9時30
分

場所：事務所

・事務所ホームペー
ジ

www.sor"''mi-1aw.com

公設事務所
等修習

有2661 I

ﾛ

Ⅱ 、 ﾛ ﾛ ﾛ Ⅱ

、

A-45
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’

1 |ベｰジ’ページB班|プ:察ﾑ’
プログラム
コードB班 修習場所プログラム名

ﾛ

法務行政修習

国際仲裁修習

法制度整備支援修習

衆議院法制局修習

参議院法制局修習

厚生労働省中央労働委員会審査実務修習

行政ADR研修（公害紛争等）

法務省

法務省、日本国際紛争解決センター

法務総合研究所国際協力部、国内関係機関等

衆継院法制局

参継院法制局

中央労働委員会事務局

公害等鯛整委員会事務局

llO1

1102

11O3

1104

1105

1106

1107

国立
法
・
行
政
機
関

B－4

地方
自淵体

栃木市地方自治体修習 B－41108

児童相談所における修習

児童相談所における修習

児童相談所における修習

国連機関修習

国連専門機関修習

日本弁護士連合会国際室における修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協繊会修習

企業研修

企業修習

企業内法務実務修習

最高裁判所修習

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産訴訟部修習（大阪）

地裁知的財産訴訟部修習（大阪）

知財事務所修習（東京）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大|仮）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

大規模事務所修習（東京）

大規模事務所修習（東京）

大規模事務所修習（東京）

企業法務修習（東京）

企業法務修習.（東京）

名古屋市中央児童相談所

名古屋市西部児童相談所

福岡県福岡児童相談所

国際移住樅関(IOM)駐日事務所

国際労働機関(ILO)駐日事務所

日本弁謹士連合会

練馬区社会福祉協議会

山形市社会福祉協議会

高知市社会福祉協議会

ヤフー株式会社

九州旅客鉄道株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社

最商裁判所

東京地方裁判所民事部（中目黒庁舎）

東京地方裁判所民事部（中目黒庁舎）

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民率部

1109

1110

1111
■■■■■■■

1201

1202

1203
日＝＝＝＝＝＝＝

1301

1302

1303
日＝＝＝＝＝＝＝

1401

1402

1403
昌＝＝＝＝＝＝＝

1501

1502

1503

1504

1505
5二二二二二＝

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

児
相

P

国際
機関等

福祉
機関

民
間
企
業

裁
判
所

|｜
|｜

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

飛
玉
迦
一
彌
玉
北
玉
諏
玉
北
玉
迦
玉
釧
罰
亘
到
羽
前
当
当
釧

Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
｜
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
－
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
－
Ｂ
｜
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｂ
－
Ｂ
－
Ｂ
ｌ
Ｂ

小松法律特許事務所

弁繊士法人|對西法律特許事務所

弁談士法人大江橘法律事務所

弁謹士法人オルビス

中本総合法律事務所

岡田春夫綜合法律事務所

弁談士法人御堂筋法律事務所

弁設士法人本町国|簾綜合法律事務所

大阪国際綜合法律事務所

弁誠士法人御堂筋法律事務所

中本総合法律事務所

岡田春夫綜合法律事務所

弁謹士法人大江橋法律事務所

北浜法律事務所・外国法共|司事業

弁遡士法人御堂筋法律事務所

知
財

法
律
事
務
所

渉
外

大
規
模
・
企
業
法
務



B斑
プログラム

コード プログラム名b 修習場所 ページ

法
律
事
務
所

法
テ
ラ
ス

公
識
耶
務
所
輔

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス扶助・国選型事務所修習

法テラス過疎地型蛎務所修習

法テラス小規模型聯務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型郡務所修習

法テラス大規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型率務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型那務所修習

法テラス過疎地型嚇務所修習

法テラス中規模型蛎務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型1F務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

法テラス川越法律事務所

法テラス茨城、法テラス茨城法律耶務所

法テラス下妻法律事務所

法テラス牛久法律事務所

法テラス栃木法律事務所、法テラス栃木

法テラス群馬法律事務所、法テラス群馬

法テラス静岡法律事務所

法テラス浜松法律事務所

法テラス下田法律事務所

法テラス長野法律事務所

法テラス佐渡法律事務所

法テラス大阪、法テラス大阪法律ﾘド務所、常勤弁護士養
成常勤弁護士各位事務所

法テラス愛知法律事務所

法テラス魚津法律事務所

法テラス広島

法テラス山口法律事務所、法テラス山口

法テラス島根法律事務所

法テラス西郷法律事務所

法テラス福岡法律事務所

法テラス長崎法律事務所

法テラス五島法律事務所

法テラス霊仙法律事務所

法テラス熊本法律事務所、法テラス高森法律事務所

法テラス宮崎法律事務所

法テラス延岡法律事務所

法テラス宮古島法律事務所

法テラス会津若松法律事務所

法テラス秋田法律事務所

法テラス鹿角法律事務所

法テラス青森法律事務所

法テラスむつ法律事務所

法テラス函館法律事務所

法テラス八雲法律事務所

法テラス旭川法律事務所、法テラス旭川

法テラス高知法律事務所

法テラス須崎法律事務所

法テラス愛媛法律事務所

弁謹士法人東法律事務所
(旧気仙沼ひまわり基金法律事務所）

弁溌士法人空と海そらうみ法律班務所奄美事務所
(旧ひまわり基金法律事務所）

弁護士法人空と海そらうみ法律事務所陸前高田事務所
(旧ひわまり基金法律事務所）

B-24

B-24

B-25

B-25

B-26

B-26

B-27

B-27

B－28

B-28

B-29

B-29

B-30

B-30

B-31

B-31

B-32

B-32

B-33

B－33

B-34

B-34

B-35

B-35

B-36

B-36

B-37

B-37

B-38

B-38

B-39

B－39

B-40

B-40

B-41

B-41

B-42

B-42

B-43

B-43



B班(修習地が東京(立川を含む。 ）、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津及び和歌山以外）

B－1

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の．
可能性の有然

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配鮫）

国 1l01
法務行政修

習
法務省

9月4日（月）
～

9月8日（金）

(1週間）

40

法務省の機構を知るととも

に、各部局がどのように連携
して法務行政が運営されてい
るかを学ぶ。 ‐

法務省各部局職員による法
務行政に関する講義、同演
習・関連施設見学など。

なし 0

ただし、応募者が募集人
数を超えた場合は抽選とす
る 。

なし 【照会先】

法務省大臣官房人事
課

検察官人事第一係

(03-3580-4111内線

2124)

※実施方法（集合、
オンラインの別）や

施設見学の可否等に

ついては、 コロナ情
勢を踏まえ判断する
こととする。

※法務省や見学施設

間の移動に必要な交

通費等は、 自己負担
とする。

【集合日時】
9月4日 （月）

午前9時30分

無

国 1102
国際仲裁修

習

法務省、 日本

国際紛争解決
センター

8月28日

（月）～9月1

日（金）

(1週間）

20

名

国際仲裁・国際調停の基礎知

識について習得する。
具体的には、
①仲裁法を始めとした仲裁関
連法制、

②国際仲裁・国際調停手続、
③国際仲裁実務の現状及び魅
力、

等について習得又はお伝えす
るプログラムを提供すること

を予定している。

特になし。

ただし、一部の講義を英語

で提供することを予定して
いる 0

1 履歴書

2志望理由書

(A4， 1枚程

度）

国際

集合日時： 8月2
8日 （月）

午前10時00分
集合場所：東京都
千代田区霞が関1

－1－1 法務省

無



B-2

コード
プログラム
名

場 所 期 間
、

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など） ‘

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

国 1103
法制度整備

支援修習

法務総合研究
所国際協力

部、国内関係

機関等

8月28日

(月）
～

9月1日

(金）

(1週間）

8名

以内

法務省が協力する国際協力

機構(JICA)による法制度整備
支援事業、及び法務省が主導
して行う同事業の概要を知る．

とともに、関係機関と連携し
たオールジャパンでの取組の

実際を学ぶ。

法制度整備支援に関心を
有する者（英語の能力は問
わないが、一定の英語力が
あれば、より効果的な修習

が可能）

1履歴書

2志望理由書

(A4, 1枚程度）

法務省法務総合研究
所国際協力部事務部

門

(直通：

■■
■■■

集合日時:8月28日
(月)午前10時00分
集合場所：東京都

昭島市もくせいの

杜2-1-18国際法務
総合センター

(042-500-5150）

国 1104
衆議院法制

局修習
衆議院法制局

令和5年

9月4日（月）

～9月8日(金）

(1週間）

4

新規採用， 出向などで過去1
年間に新たに衆議院法制局で
執務することになった者を対

象とする「法制立案業務研

修」を司法修習生向けに一部
改変した研修に参加し，法律
案の作成業務の基本について
学ぶ。
なお ｢法制立案業務研

修」は，法令用語，法律案の
書き方のルールなど法制執務
における基礎的な技術につい

ての講義と演習，法制度設計

の実例紹介などを具体的な内

容とするものである。

なし 次の事項を記載し

た書面

･大学入学以後の
学歴及び職歴(大

学若しくは大学院

における立法に関

する講座の受講歴

又は国若しくは地

方公共団体におけ

る法制執務の経験
がある場合は，そ
の内容を明記する

こと。 ）

･志望の理由及び

特に興味のある事
項

※決定後に秘密を

厳守する旨の誓約
書を提出するこ
と 。

衆議院法制局
法制例規室

(電話03-3581-5111

(内線:■■) ）

集合日時：令和5

年9月4日午前9時

集合場所：衆議院
法制局法制例規室

(東京都千代田区

永田町1-6-3衆議

院第二別館8階）

無



B-3

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

･提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遊50キロメートルを
超える移動の
､可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

国 1105
参議院法制

局修習
参議院法制局

9月11日（月）～

9月15日（金）

(1週間）

1

法制執務(法政策の形成、立
法技術、立法過程等)について

の講義、具体的な議員立法の
立案等の事案の検討、関係資
料の作成等

l法制執務について関心を

有し、意欲的に取り組むこ
と

2修習に当たり、秘密厳守
についての誓約書を提出す

ること

1履歴書

2志望動機説明書

総務課

(03-5521-7729)

集合日時：9月ll

日午前9時

集合場所：参議院

法制局総務課

無

国 1106

厚生労働省

中央労働委

員会審査実
務修習

中央労働委員

会事務局

9月11日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

4

不当労働行為審査手続のう

ち、調査（和解のためのもの

を含む。 ）や審問の傍聴及び
それに必要な事件記録の閲覧
のほか、命令原案骨子の作一
成、不当労働行為救済制度及

びその手続等に関する講義な
ど

大学若しくは法科大学院に

おいて労働法を履修した

者、又は合格した司法試験

論文式試験の選択科目につ

いて労働法を選択した者

①履歴書（写真添
付）

②中央労働委員会

での修習を希望す
る理由及び労働法

に関する履修状況
等を記救した書面

(1200字程度）

中央労働委員会事務
局審査課

(電話：03-5403-

2155)

9月11日

午前9時30分
中央労働委員会事
務局審査課
(東京都港区芝公

園1－5－32

労働委員会会館5

階）



B－4

コード
プログラム
名

堀 所 期 間
募集
人数
修習内容 ‐ 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配鮫）

国 1107
行政ADR

研修（公害

紛争等）

公害等調整委

員会事務局

9月6日

（水）～9月

8日 （金）

3

独立行政委員会である公害

等調整委員会における公害紛

争処理手続や行政ADRの実

務を体験するとともに、各種
講義等を通じて公害紛争等に

おける行政ADRの役割や活

動についての知見を習得す．
る 0

特になし 特になし

公害等調整委員会事
務局総務課企画

法規係

(直通：03-3503-

8591）

集合日時： 9月6
日

午前9時30分

集合場所：公害等
調整委員会事務局

無

地
方
自
治
体

1108

地方自治体

修習
栃木市 8月21日（月）～

8月25日（金）

(1週間）

1

自治体業務を通じて行政実務

における法曹資格者に対する
法的ニーズを学ぶため、次の

業務について修習する。
①弁護士資格を有する任期付
職員とともに行う庁内の法律
相談業務

②条例、規則などの例規審査
業務など

なし 履歴書 栃木市経営管理部総

務課文書法規係

BO282-21-2346

【集合場所】
8月21日 （月）

午前8時20分

【集合場所】
栃木市経営管理部
総務課
(庁舎3階）

無



B-5

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 ． 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遭50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

児
相

1109

児童相談所

における修

習

名古屋市中央

児童相談所

8月28日（月）～

9月1日（金）

(1週間）

1

児童相談所の福祉行政全般と

法務の各種体験

･子どもの権利を守る仕事

に高い関心と熱意があるこ
と

･プログラム開始前に児童

相談所の基本的知識を予習

できること

･履歴書

･小論文（児童福

祉分野における法

曹の役割）

･書式自由

･2000字程度

名古屋市中央児童相
談所

橋本佳子
052-757-6111

8月28日

午前8時35分

1階受付ロビー集
今
ロ

無

児
相 1110

児童相談所

における修

習

名古屋市西部

児童相談所

①9月4日(月）
～9月8日

(金）

②9月11日
（月）～9月15
日 （金）のい

ずれかの日程

1

児童相談所の業務、常勤弁

護士の業務について学ぶ(児童

相談所に関する講義、家事審
判期日や司法面接の同席、家
庭訪問同行、一時保護所、施

設見学、関係機関の会議の同

席など(日程の都合上実施でき
ないこともある。 ））

児童相談所の業務や児童虐

待に興味がある者

l.履歴書、 2.志望

理由書(A4， 1枚程

度)、 3.希望する
期間(月曜日から

始まる1週間）

主幹(弁護士)根ケ山
裕子

(電話：052-365-
3231)

集合場所：開始日
午前8時45分
集合場所：名古屋

市西部児童相談所

有

(プログラム実施の

1週間前）



B－6

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の碇定時期の
目安※一部プログラム
のみ配戯）

児
相 1111

児童相談所

における修

習

福岡県福岡児

童相談所

8月9日

(水)～

9月25日

(月）

(上記期間内の

希望する1週

間を申込書に

記載すること）

1

児童相談所における常勤弁護

士の業務について修習する。
(児童相談所に関する講義、家
事審判期日や司法面接の同

席、家庭訪問同行、一時保護
所、施設見学、所内会議・関
係機関の会議同席など（日程の

都合上実施できないこともあ
る）

児童相談所の業務に興味が
ある者

l.応募理由を400
字程度で記した履
歴書

(A4 1枚）

弁護士（児童福祉法
務担当）
一宮里枝子

(電話092-586-

0023）

集合日時：開始日

午前9時30分
場所：福岡県福岡

児童相談所（春日

市原町3丁目1－
7）

有

国
際
機
関
等

1201
国連機関修

習

国際移住機関
(IOM)駐日事務

所

8月21日（月）
～

9月11日（月）の

間の1-2週間

※希望する期

間を申出書に

記載するこ
と

1

国際機関による日本において

保護・支援を必要としている
移民(外国人)のための様々な

活動内容に触れること。

日本の出入国管理政策・人身

取引対策・移民政策の現状と
課題に触れること。
リモートワークの可能性あ

り 。

移住問題に関心があるこ
と

英語力があること。
日本に在住する外国人の母

語のいずれかを話せればな

お良い。

履歴書(日・英）

志望動機(日）

語学能力を証明す
る書面(コピー可)

国際移住機関駐日事

務所
(TELO3-3595-

2487■■■

修習開始日の午前
10時

・ 有

(プログラム実施の

2か月前）



B-7

コード
プログラム
名

渦 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書．類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

国
際
機
関
等

1202
国連専門機

関修習

国際労働機関

(ILO)駐日事務

所

9月5日 （火）
～9月25日

(月）

(3週間）

1

ディーセント・ワーク(働き

がいのある人間らしい仕事)を
中心として、国際労働機関

(ILO)の活動内容一般について

理解を深める。国際労働基
準、ディーセント・ワークの

概念、 「仕事の未来」 、サプ
ライチェーンにおける労働CSR

等を日本国内で普及させるた

めの広報活動の補助や、世界
におけるデイーセント ・ワー
クに関連する日本の労働法制

に関する情報の収集及び報告

の作成、等の日常業務を通じ

て、国際機関の仕事に触れ
る 。

労働法、国際労働基準に

関心を持ち、大学あるいは
法科大学院において労働法

を履修した方。

JJ(TOEIC860点，
一定の英語
TOEFL

iBT96点相当以上)を有する
方。WORD、 EXCEL、パワー
ポイントを含む基礎的なコ

ンピュータ技術を持ってい

る方。 ILO駐日事務所によ
る書類選考・電話インタ

ビューを経て、決定後は、

インターンシップに関する

覚書(見本別添)に署名する

等、 ILOのインターンシッ
プに関するルールを適用す
る ｡

経歴書(日英)及び

TOEIC/TOEFLの点

数を記載した証明

書。 決定後に、
最寄りの医療機関
が発行した健康証

明書(最近受診し
た健康診断書の．

ピー可)。

一

ILO駐日事務所
(03-5467-2701）

9月5日(火)午前9

時30分渋谷区神
宮前5-53-70,

国連大学本部ビル

1階の受付で8階の

ILO駐日事務所に
連絡

無

国
際
機
関
等

1203

日本弁護士

連合会国際

室における

修習

日本弁護士連
今
云
〈
ロ

9月4日（月）～

9月15日(金）

(2週間）

1

日弁連における国際業務（特

に組織としての海外弁護士会
との関わりや、会員の国際活
動支援など）について経験

し、弁護士及び弁護士会の活

動の国際的広がりを学ぶ。

日弁連及び日弁連会員の国

際活動に興味を有する者

英語によるコミュニケー

ション（読み書きを含
む。 ）がある程度可能であ
る者

決定後、守秘義務等につい
ての誓約書を提出するこ
と 。

･履歴書（和文）

･英語能力を示す
書類等（原則提出

要）
･志望動機説明書

(A4版。 日英いず

れも可）

日本弁護士連合会企
画部国際課

担当■■■■■■
(電話03-3580-

9741)

集合日時：令和5
年9月4日 （月）

午前9時30分
集合場所：弁護士
会館15階

無



B-8

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の ‘
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

福
祉
機
関

1301
社会福祉協

議会修習

練馬区社会福

祉協議会

9月7日(木)～

9月25日（月）

(期間内で約10

日間）

1

社会福祉協議会における各

種体験【ボランティア・地域
福祉推進センター，障害者地
域生活支援センター，福祉作
業所（就労継続支援B型事業

所） ’ 権利擁護センター，生
活困窮者自立支援法に基づく
支援センター等での地域福祉

の推進について】

修習確定後，事前レポー

卜 （所定様式あり, A4サイ
ズ1枚）を提出すること。

地域福祉に強い関心のあ

る方。

ｳ

個人票（履歴書A4

判1枚）

練馬区社会福祉協議
今
云

経営管理課総務係
(電話03-3992-5600）

画
匿

修習確定後追って
連絡

無

福
祉
機
関

1302
社会福祉協
議会修習

山形市社会福

祉協議会

(山形市城西
町2-2-22）

令和5年
8月21日（月）～

8月25日(金）

(1週間）

2

①社会福祉協議会の業務内容

理解。
②法と社会福祉の関わりを学
ぶ。

③高齢者． 障がい者・生活困
窮者の支援を通じ、権利擁護
の視点を学ぶ。
④成年後見センターの機能を

学ぶ。

社会福祉協議会で修習した
い理由を説明できること。

修習志望動機

(300字～400字）

社会福祉法人山形市

社会福祉協議会

令和5年8月21日

（月）午前9時～

山形市社会福祉協
議会にて

へ

無



B-9

コード
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数

修習内．容 募集条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時、増所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

福
祉
機
関

1303
社会福祉協

議会修習

高知市社会福

祉協議会

9月l1日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

1

社会福祉協議会実施事業の体
験

･成年後見サポートセンター

事業

･生活困窮者自立支援事業
･障害者相談支援事業
･地域福祉推進事業

特にありません

高知市社会福祉協議会の事
業に関心のある方

修習生の経歴・志
望動機のわかるも
の

社会福祉法人高知市

社会福祉協議会共に

生きる課

集合日時
9月11日 （月）
8:30

集合場所
高知市丸ノ内1丁

目7-45総合あんし

んセンター3階

民
間
企
業

1401 企業研修
ヤフー株式会

社

8月21日（月）～

9月1日 （金）

(2週間）

1

法務担当部署における各種体
験

(法務相談、政策提言、訴訟

等）

指定なし 指定なし

原則オンラインでの

研修となります。手
続きの件で初日と最

終日は出社が必要で

す。Wi-Fi環境はご自
身でご用意くださ
いe

8月21日午前10時

東京都千代田区紀

尾井町1－3東京

ガーデンテラス紀

尾井町

紀尾井タワー2階

受付

無



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ肥鮫）

■ ■今

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、珊所

プログラム
名

募集
人数

募集条件場 所 期 間 修習内容コード

1 ． 1 1

法務担当部署における各種

体験（法律相談，企業倫理な
ど）

なし なし

D I I I

Ⅱ 1 1 ロ ﾛ Ⅱ

p I I

1 1 1

ロ ロ ロ

集合日時：
8月21日午前9時
集合場所：
JR九州本社7F受
付

I民
間
企
業

人事部
（電話092-474-
2761）

8月21日(月)～

8月25日（金）
（1週間）

九州旅客鉄道
株式会社．

有企業修習1402 1

ｌｌｌｌｌｌ－１１
ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

岳

１１１１

■ ■ ■ ■

Ⅱ 夕 I I I I I I
■ ﾛI ■ ﾛ ■ ■

■ ■

ＩＩｌｌｌｌｌ
ﾛ ■ ■ ﾛ

(1)履歴書

(2)志望理由およ
び将来のキャリア
に関する考え方
(日本語および英
語、それぞれA4･
2枚程） ユニリーバ・ジャパ

ン・ホールディング

ス合同会社’ユニリーバ・

ジャパン・
ホールディン
グス合同会社

民
間
企
業

8月28日（月）～

9月8日（金）
（2週間）

企業内法務
実務修習

最大5
名

伽
グh，､1403

｡

■ ﾛ ■■

Ｉｌｌｌｌ
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コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有然
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

裁
判
所

1501 最高裁判所修習 最高裁判所

令和5年

9月13日 （水）

(1日）

10

最高裁判所の庁舎見学、最高
裁判所調査官（民事・刑事）

による講義、記録検討、最高
裁判事による講話等

なし

申込動機を記載し

た希望理由書(A

4． 1～2枚）

追って、受講者に
対し、受講日まで

に準備しておくべ

き事項を通知す

る ⑥

最高裁判所裁判部第

二訟廷事務室

裁判関係庶務係
03-4233-5176

令和5年9月13日

(水）

午前9時15分
最高裁判所

(集合場所等は、

修習確定後、追っ

て通知する。 ）

無

裁
判
所
§

1502

地裁知的財

産権部修習

(東京）

東京地方裁判

所民事部（中

目黒庁舎）

8月28日（月）～

9月8日（金）

(2週間）

16

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討、判例・学説

の調査、 メモ(サマリー)の作

成、法廷傍聴、弁論準備手続
傍聴、ケース研究、知的財産
権事件についての講義(半日）

及び知財高裁における記録検

討、法廷傍聴等(2日間）

※新型コロナウイルスの感染

状況などによっては、募集人
数やプログラムに変更がある

可能性があります。

1大学若しくは法科大学院

において知的財産権法関係

の講座を受講し、単位を取
得した者、 2司法試験にお

いて知的財産法を選択した

者、又は3知的財産権法に
高い関心を持っており、知

的財産権訴訟に関わる知

識・技法を修得する意欲の
ある者

※1ないし3の番号を申込

書に明記すること。

※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果、落選した者

に対し、 コード1503への変
更希望の有無について、別

途調査することがある。

募集条件3の場合
には、 (1)知的財

産権法関係で関心

を持っている分野

等、 (2)知的財産
権訴訟に関わる知
識等の修得を志す
理由をA4用紙1

枚程度にまとめて
提出すること。そ

の他は、追って受
講者に対し通知す
る 0

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務
課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

8月28日（月）

午前9時30分

東京地方裁判所中

目黒庁舎421号室
(4階）

無



B-12

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条．件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の碗定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

裁
判
所

1503

地裁知的財

産権部修習

(東京）

東京地方裁判

所民事部（中

目黒庁舎）

9月11日（月）～

9月22日（金）

(2週間）

16

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討、判例・学説
の調査、 メモ(サマリー)の作

成、法廷傍聴、弁論準備手続

傍聴、ケース研究、知的財産

権事件についての講義(半日）
及び知財高裁における記録検

討、法廷傍聴等(2日間）

※新型コロナウイルスの感染

状況などによっては、募集人
数やプログラムに変更がある
可能性があります。

1大学若しくは法科大学院

において知的財産権法関係

の講座を受講し、単位を取

得した者、 2司法試験にお

いて知的財産法を選択した

者、又は3知的財産権法に
高い関心を持っており、知

的財産権訴訟に関わる知

識・技法を修得する意欲の

ある者

※1ないし3の番号を申込

書に明記すること。

※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果、落選した者
に対し、 コード1502への変
更希望の有無について、別

途調査することがある。

募集条件3の場合
には、 (1)知的財

産権法関係で関心

を持っている分野

等、 (2)知的財産
権訴訟に関わる知

識等の修得を志す

理由をA4用紙1

枚程度にまとめて
提出すること。そ

の他は、追って受

講者に対し通知す
る ◎

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務
課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

9月1l日（月）

午前9時30分
東京地方裁判所中

目黒庁舎421号室

(4階）

無

裁
判
所

1504

地裁知的財

産訴訟部修

習
(大阪）

大阪地方裁判所

第21民事部．

第26民事部

令和5年

8月21日（月）～

9月1日（金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理

の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工

夫、裁判所及び当事者の訴訟

活動の在り方について理解を
深め、併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は、知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義、

大阪高裁第8民事部（知財集

中部）裁判官による講義、サ

マリー起案・講評、法廷傍

聴、記録検討等。

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した
者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者。

人数が超過した場合、司法

試験における知的財産権法
選択者を優先するので、該
当する条件を申込書に記載

すること

人数が超過した場合、 コー
ド1505へ振り替えることが

あるので､振替えに支障が

ある者は、その旨及びその
理由を申込書の余白部分に

簡潔に記載すること。

なし

大阪地方裁判所事務

局総務課

冊需二係

令和5年8月21日
(月）

午前9時20分

大阪地方裁判所
事務局総務課

庶務第二係

(仮庁舎1階）

無



片遠50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

開始日の
集合日時、場所

その他(内容等
の照会先など）

提
書
出
類

プログラム
名

募集
人数
修習内容 募集条件場 所 期 間コード

知的財産権訴訟における審理
の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工
夫、裁判所及び当事者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め、併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は、知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義、
大阪高裁第8民事部（知財集
中部）裁判官による講義、サ
マリー起案・講評、法廷傍
聴、記録検討等。

大学・大学院において知財
関係講義の単位を取得した
者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者。
人数が超過した場合、司法
試験における知的財産権法
選択者を優先するので、該
当する条件を申込書に記載
すること。

人数が超過した場合、コー
ド1504へ振り替えることが
あるので、振替えに支障が
ある者は、その旨及びその
理由を申込書の余白部分に
簡潔に記載することb

なし

l ロ

I

令和5年9月4日
（月）

午前9時20分
大阪地方裁判所
事務局総務課
庶務第二係
(仮庁舎1階）

大阪地方裁判所事務
局総務課
庶務第二係

(DI : _ |)

令和5年
9月4日(月)～
9月15日（金）
(2週間）

地裁知的財

産訴訟部修
習
（大阪）

裁
判
所

大阪地方裁判所
第21民事部・
第26民事部

釦E
J、､、1505 8

p I l I I I I
■

■

1 1 ロ ロ

I I I I I
■ ■ ■ lI pl

’ 1 ’

｜ ’

知財事務所
修習（東
京）

知
財

16()1

I
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B-14

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数

守 寺

修習内容 募集条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

知
財

1602

知的財産事

務所修習
(大阪） 。

小松法律特許

事務所

9月4日（月）～

9月15日（金）

(2週間）

2

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で､.その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義
の履修証明書

大阪市北区中之島2－
2-2

大阪中之島ビル8階

担当：小松陽一郎弁
護士
TEL:06-6221-3355

日時：

9月4日午前10時

場所：

事務所受付

有

知
財

1603

知的財産事

務所修習
(大阪）

弁護士法人関

西法律特許事

務所

9月4日（月）～

9月15日（金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接

することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れのうえ、当該事件を

修習対象から除外する。申
込時に修習生の就職予定事

務所等が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の

ときも、同様とする。

②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

①知的財産関係識
義の履修証明書

②履歴書

大阪市中央区北浜2－
5-23

小寺プラザ12階
担当：田上洋平弁護
士

TEL:06-6231-3210

日時：

9月4日午前10時

場所：

事務所受付

有



B-15

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム

・ のみ配鮫）

知
財 1604

知的財産事

務所修習
(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務
所

9月l1日（月）～

9月22日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は

受入れない。なお、受入れ
内定以降に、上記係争事件
が発生したときは、当該修

習生を受入れの上、当該事
件は修習対象から除外す
る。受入れ内定時に、修習

生の就職予定事務所等が未

定で、その後に決定した就

職先と係争中のときも同様

とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象
から除外する。
②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義

の履修証明書

大阪市北区中之島2－
3－18

中之島フェスティバ

ルタワー27階

担当：平野惠稔弁護
士

TEL:06-6208-1406

日時：

9月11日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外

1605

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人オ
ﾉレビス

8月21日（月）～

9月1日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（韓国
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②韓国関係の渉外に関心が
あること ◎

なし

大阪市中央区南船場
1-16-10

大阪岡本ビル5階

担当：喪薫弁護士
TEL:06-6264-1976

日時：

8月21日午前10時

場所：

事務所受付

無



B-16

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件 ‘

， 提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移勘予定の砿定時期の

目安※一部プログラム
のみ鰹鮫）

渉
外 1606

渉外事務所
修習

(大阪）

中本総合法律

事務所

8月21日（月）～

9月1日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英語を読むのに苦になら
ない程度の語学力があるこ
と

なし

大阪市北区西天満5－
9－3

アールビル本館5階

担当：豊島ひろ江弁

護士
TEL:06-6364-6242

日時：

8月21日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外

1607

渉外事務所
修習

(大阪）

岡田春夫綜合
法律事務所

8月28日（月）～

9月8日（金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英語の読解力があるこ
と C

英語を読むのに苦
にならない程度の
語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

日時：

8月28日午前10時

場所：

事務所受付

●

無



B-17

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容

●

募集条件
p ●

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

渉
外

1608

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人御

堂筋法律事務

所

8月28日（月）～

9月8日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85 古〃b,､

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3-11

大阪豊田ビル

担当：村上拓弁護士
TEL:06-6251-7266

日時：

8月28日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外

1609

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人本

町国際綜合法
律事務所

8月28日（月）～

9月8日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」も扱う
法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②英語を読むのに苦になら
ない程度の語学力があるこ
と

なし

大阪市中央区安土町
2-3-13

大阪国際ビルディン
グ22階

担当：西原和彦弁護
士

TEL:06-6226-7213

日時：

8月28日午前10時

場所：

事務所受付

曲圧
J,､,



B-18

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等、
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配軟）

渉
外

1610

渉外事務所
修習

(大阪）

大阪国際綜合

法律事務所

9月4日（月）～

9月15日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英語、渉外事件に興味が
あること

なし

大阪市西区靱本町1－
6-10

本町西井ビル5階

担当：松岡伸晃弁護
士

TEL:06-6446-1123

日時：

9月4日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外

1611

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

9月4日（月）～

9月15日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85 占jO，、

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有
することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3-11

大阪豊田ビル

担当：山崎陽平弁護
士

TEL:06-6251-7266

日時：

9月4日午前10時

場所：

事務所受付

無



B-19

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無．

(移動予定の破定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

渉
外 1612

渉外事務所

修習
(大阪）

中本総合法律

事務所

9月11日（月）～

9月22日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英語を読むのに苦になら
ない程度の語学力があるこ

と

なし

大阪市北区西天満5－
9－3

アールビル本館5階

担当：豊島ひろ江弁

護士
TEL:06-6364-6242

日時：

9月11日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外

1613

渉外事務所
修習

(大阪）

岡田春夫綜合
法律事務所

9月11日（月）～

9月22日（金）

(2週間）

O
全

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英語の読解力があるこ
と

英語を読むのに苦
にならない程度の

語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

日時：

9月11日午前10時

場所：

事務所受付

無



B-20

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

渉
外 1614

渉外事務所
修習
(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務

所

9月11日（月）～

9月22日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係・中国法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は

受け入れない。なお、受入
れ内定以降に、上記係争事
件が発生したときは、当該
修習生を受入れの上、当該
事件は修習対象から除外す

る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様
とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象
から除外する。
②英語又は中国語を読むの
が苦にならない程度の語学
力があること。

なし

大阪市北区中之島2－
3-18

中之島フェスティバ
ルタワー27階

担当：金井美智子弁

護士
TEL:06-6208-1407

日時：

9月11日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外

1615

渉外事務所

修習

(大阪）

北浜法律事務
所・外国法共

同事業

9月11日（月）～

9月22日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英語
案件）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

TOEFL (iBT) 85点
以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市中央区北浜'一
8-16

大阪証券取引所ビル
担当：児玉実史弁護
士

TEL:06-6202-1088

日時：

9月11日午前10時

場所：

事務所受付

有



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戦）

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類期 間 修習内容 募集条件コード 場 所

p l I I I Ⅱ
ロ ロ’ I I U I n ロ

■

I
1 1 H I I I I

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を
有すること。

ﾛﾄ ■ ■ ■

■

大阪市中央区南船場
4－3－11

大阪豊田ピル
担当：松田祐人弁謹
士
TEL:06-6251-7266

英検準1級程度、
TOEFL(iBT) 85点
以上又はTOEIC780
点以上の学力を有
することを証明す
る書類

日時：

9月l1日午前10時
いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

渉外事務所
修習
（大阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

9月11日(月)～
9月22日（金）
（2週間）

渉
外

無1616 1

場所：
事務所受付

■ ■

｡

b ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

~ ■ ■ ■

大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務
所修習（東
京）

1617

グ
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片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

開始日の
集合日時、場所

その他(内容等
の照会先など）

提
書
出
類

募集
人数

プログラム
名

募集条件修習内容期 間場 所コード

大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務
1618所修習（東

京）

｜

’

大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務
1619所修習（東

京）

｜ ’

B-22
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B-24
一

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類一

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の硫定時期の
目安※一部プログラム
のみ配軟）

法
テ
ラ
ス

1622

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス川越

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
埼玉県川越市に所在する法律
事務所です（支部併設型） 0

地域のセーフティネットとし
て、金銭的に余裕のない方か

らの法律相談（民事法律扶助
事件）や刑事国選事件等に対
応しています。

なし 応募理由を記した
自己紹介文（書式
自由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス川越法律事

務所

担当者:■■■
電話：0503383-0022

集合日時： 9月4
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス川越法律事務所
（埼玉県川越市脇

田本町10-10KJE
ル3階）

無

法
テ
ラ
ス

1623

法テラス小

規模型事務
所修習

ス
務

法テラス茨

城、法テラ
茨城法律事
所

8月21日（月）
～

8月25日（金）

8月28日（月）
～

ｊ
ｊ
金
月
ｌ日
日
１
４
月
月
９
９
～

9月8日(金）

9月11日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

希望する日程

を応募用紙に

記載して下さ

い。

全期

間を

通じ
て1

名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】

民事・刑事問わず幅広い分野
を取り扱っています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス茨城法律事

担当
務所

電話：0503383-5389

集合日時：受入決
定期間初日午前
10時

(※受入決定後、
法テラス茨城法律
事務所に連絡を入

れ、決定期間を確

認して下さい。 ）

集合場所：法テラ
ス茨城法律事務所
(水戸市大町3－
4－36大町ビル3

階）

無



B-25

コード
プログラム
名

堀 所 期 間
募集
人数 修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戴）

法
テ
ラ
ス

1624

白､

法テラス扶

助・国選型

事務所修習

法テラス下妻
法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1

ハグツノ汗謹士の美鈴1珍宙

【事務所の特色】
比較的、外国人の方が関わる
事件が多い。

※修習のなかで同県に所在す
る法テラス牛久法律事務所へ
出張する可能性があります。

なし 応募理由を記載し

た自己紹介（書式
自由、履歴書可）

【受入決定前の津絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス下妻法律事
務所

担当者:■■■■
電話：0503383-5393

集合日時： 9月4
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス下妻法律事務所
(茨城県下妻市小

野子町1－66セ

ナミビル1階）

有

法
テ
ラ
ス

1625

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス牛久

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）
(1週間）

1

ハグツノ汗謹士の乗携1珍言

【事務所の特色】
関係機関からのご相談が多
く、憤務整理や家事事件を進
めるにあたっても関係機関に

ご協力いただきながら進めて
います。民事法律扶助事件、
国選事件の他、後見事件を取
り扱っています。

なし プログラム参加を

希望した理由、学
びたいことをA4

版1枚程度にまと

めて提出してくだ

さい。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス牛久法律事
務所

担当者:■■■
電話:0503383-0511

集合日時： 9月4

日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス牛久法律事務所
(茨城県牛久市中
央5-20-11 牛久

駅前ビル4階）

有



B-26

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時、場所

片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

1626

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス栃木

法律事務所、
法テラス栃木

8月28日（月）
～

9月1日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他（ ）

【事務所の特色】
本所併設型の当法律事務所で
は、常勤弁護士1名が在籍
し、扶助・国選事件に対応し

ている。その他、福祉関係機
関と連携し、成年後見事件や
それに関連する債務整理事件

等も取り扱っている。

なし 応募理由をA4用
紙1枚以内で提出
すること 【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス栃木法律事

担
電

務所

集合日時： 8月28
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス栃木法律事務所

(宇都宮市本町4
-15宇都宮NIビ

ル2階）

(※受入決定後、
法テラス栃木法律
事務所に連絡を入

れ、決定期間を確
認してくださ

い。 ）

無

法
テ
ラ
ス

1627

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス群馬

法律事務所、

法テラス群馬

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
本所併設型の法律事務所で

す。民事事件、家事事件、刑
事事件などを受任し、また福
祉等の関係機関と連携した活
動も行っており、幅広く活動
しています。群馬県内唯一の
法テラス法律事務所であり、
活動範囲は群馬県内全域で
す ◎

なし 応募理由をA4判
1枚程度にまとめ

て提出してくださ
い。 【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス群馬法律事

担当
務所

電話:0503383-0513

集合日時： 9月4

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ

ス群馬法律事務所
(群馬県前橋市千
代田町2－5－1

前橘テルサ5階
(今後移転予

定） ）

有



B-27

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1628

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス静岡

法律事務所

9月11日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

B班

A班

通じ
て

1名

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他（いわゆる司法ソー

シャルワーク）

【事務所の特色】
弁護士が多数登録する都市部
において、 「補完」 としての
スタッフ弁護士の役割を果た
すオーソドックスな都市型事
務所

特になし ①自己紹介

②応募理由
③法テラス静岡法
律事務所で何を学

びたいか。

以上をA4判2～

3枚程度にまとめ

て提出してくださ

い。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス静岡法律事

担当

務所

電話：0503383-5404

集合日時： 9月11

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス静岡法律事務所
(静岡市葵区呉服

町2－1－1札の

辻ビル5階）

、 鉦
p､､､

法
テ
ラ
ス

1629

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス浜松

法律事務所

9月11日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

1

ハグッノチf冒聾工(ﾉﾉ耒鈴1珍宙

【法律事務所の特色】
外国人依頼者の事件が多い

(ただし入管事件を除く） 。

国際交流協会、福祉関係機関
との連携を推進している。

※期間中、法テラス地方事務
所（浜松支部）の見学のほ
か、浜松市国際交流協会など

の見学も行う予定です。

なし

･履歴書

･応募理由（何
故、法テラス浜松

での修習を希望す

るのか）をA4判

1枚程度で提出し
てください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス浜松法律事

担当
務所

電話：0503383-5408

集合日時： 9月11

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ

ス浜松法律事務所
(浜松市中区中央
1－2－1 イー

ステージ浜松オ

フィス4階）

無



B-28

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、増所

片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無．

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1630

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス下田

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務（少）
■司法過疎対策業務

□その他（ ）

【事務所の特色】弁護士6人
の地域にある事務所です。成
年後見事件を含む様々な事件
を抱えています。福祉機関と

の連携に積極的に取り組んで

います。

なし ①自己紹介

②法テラス下田を
希望した理由

③修習で何を学び
たいか

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス下田法律事

務所

担当者:■■■■■■

電話：0503383-0024

集合日時： 8月21
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス下田法律事務所
(下田市東本郷1
-1-10バールビ

ル3階／串特急が
入っているビルの

3階）

有

法
テ
ラ
ス

1631

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス長野

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
主に民事法律扶助事件、国選

弁護事件を扱う事務所です。
例外的に後見事件、支部事件
も扱います。その他、関係機

関に対する業務説明や法教育

にも取り組んでいます。

なし 応募理由を記した

自己紹介（書式自
由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス長野法律事

担当
務所

電話：0503383-5414

集合日時： 9月4
日 （月）午前9時

集合場所：法テラ

ス長野法律事務所
(長野県長野市新

田町1485-1長野

市もんぜんぷら座

4階）

有



B-29

コード
プログラム
名

珊 所 期間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

. 、

開始日の
集合日時、場所

片逮50キロメートルを
超える移動の
可飽性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

1632

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス佐渡

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
新潟県の佐渡島にある離島の

事務所です。
島内の高齢化が進んでいるこ

とから後見事件が比較的多い
です。

その他、債務整理や離婚･相続

などの家事事件を中心に、一

般民事事件や刑事事件も取り

扱っています。

スタッフ弁護士業務や高齢

者･障害者福祉に関心のあ
る方など

自己紹介、志望理

由、学びたいこと

などをA4判1枚

程度にまとめて提

出してください｡。
【受入決定前の連絡．

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス佐渡法律事

務所
担当者:■■■■■■
電話：0503383-5422

集合日時： 9月4
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ

ス佐渡法律事務所
(佐渡市河原田本
町394番地佐渡

市役所佐和田行政

サービスセンター

2階）

無

法
テ
ラ
ス

1633

法テラス大

規模型事務

所修習

法テラス大

阪、法テラス

大阪法律事務
所、常勤弁護
士養成常勤弁

護士各位事務
所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

3名

以内

(申

込者
が1

名の

みの

場合

は中

止）

■常勤弁護士の法律事務

(養成中のスタッフ弁謹士の
業務見学を含む。 ）
■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他（

）

※座学が中心となります

特になし ①法テラス大阪で
の修習を希望した
理由

②この研修で何を
学びたいか。

卜記2点をA4判

1枚程度にまとめ

て提出すること。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス大阪総務

担当

電話

課

者:■■■■■

集合日時： 9月4
日 （月）午前9時
10分

集合場所：法テラ

ス大阪（大阪市北

区西天満1－12－

5 大阪弁護士会

館地下1階）

無



B-30

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移助の
可能性の有雛

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

1634

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス愛知

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日

(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
死刑確定者、受刑者、外国籍
の方や外国にルーツのある方

の人権に関わる行政事件を多
<受任しています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス愛知法律事

務所

担当者:■■■
電話:0503381-1396

集合日時： 8月21

日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス愛知法律事務所
（※受入決定後、

法テラス愛知法律

事務所に連絡を入
れ、決定期間を確

認して<ださ

い。 ）

(名古屋市中区栄
4－1－8 栄サ
ンシティービル15

階）

無

法
テ
ラ
ス

1635

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス魚津

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事・刑事問わず幅広い分野

の事件を取扱っています。
行政機関や福祉機関との連携

活動も行っており、調整がで

きればケース会議等に参加い

ただ<予定です。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡．
先】

法テラス魚津法律事

務所

担当者:■■■■■■
電話：0503383-0030

集合日時： 8月21
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス魚津法律事務所
(魚津市釈迦堂1

-12-18魚津商

工会議所ビル5
階）



B-31

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配舷）

法
テ
ラ
ス

1636

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス広島

9月19日（火）
～

9月22日(金）

(4日間）

2

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他（ ）

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス
の充実に取り組んでいます。
関係機関と連携し、高齢者．

障がい者、生活困窮者を支援

することが多いです。

なし ①履歴書

②応募理由書A
4版1枚程度
都市部における社
会的弱者に対する

法的サービスに関

する見解を、応募
理由書の中で述べ

てください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス広島法律事

担

電話：

務所

集合日時： 9．月19
日 （火）午前10時

集合場所：法テラ

ス広島法律事務所

(広島市中区八丁
堀2-31広島鴻池

ビル6階）

無

法
テ
ラ
ス

1637

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス山口

法律事務所、
法テラス山口

8月28日（月）
～

9月1日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事法律扶助や国選弁護だけ
ではなく、司法ソーシャル

ワーク活動として福祉機関へ

の情報提供業務や法教育にも

力を入れています。

なし 自戸紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度
にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス山口法律事

務所

担当者:■■■
電話:0503383-0021

集合日時： 8月28

日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス山口法律事務所

(山口市黄金町1

-10菜花道門
キューブ2階）

有



B-32

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件．

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

夢

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ混載）

法
テ
ラ
ス

1638

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス島根

法律事務所

8月28日（月）
～

9月1日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
行政機関、福祉、その他連

携面に特に力を入れていま

す ◎

民事・刑事問わず幅広い分
野を取り扱っています。

なし 法テラス島根法律

事務所を希望した
理由をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス島根法律事

務所

担当者:■■■
電話：0503383-5498

集合日時： 8月28

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス島根法律事務所

(松江市南田町60

法テラス島根2

階）

法
テ
ラ
ス

1639

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス西郷

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
島根県の離島、隠岐の島町に
ある事務所です。
司法過疎地特有の後見業務や

相続財産管理業務等が特徴で
す

なし 法テラス西郷を希

望した理由をA4

判1枚程度にまと
めて提出して<だ

さい。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス西郷法律事

務所

担当者:■■■
電話：0503383-5326

集合日時： 9月4
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス西郷法律事務所
（島根県隠岐郡隠
岐の島町港町塩口

24-9NTT隠岐ビ

ル1階）

無



B-33

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逮50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1640

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス福岡

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
福祉機関と連携し社会的弱

者を支援する案件が多い事務

所です。

なし ①法テラス福岡で
の研修を希望した

理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス福岡法律事

担

電話：

務所

集合日時： 8月21
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス福岡法律事務

(福岡市中央区渡
辺通5-14-12南
天神ビル4階）

無

法
テ
ラ
ス

1641

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス長崎

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事法律扶助事件，国選弁護

事件の他，後見人業務もして
います。

なし 応募理由や当事務
所でやってみたい

内容があれば, A

4判1枚以内で提
出してください

(任意)。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決の連絡先】
法テラス長崎法律事
務所

担当者:■■■
電話：0503383-0031

集合日時： 9月4
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス長崎法律事務所．
（長崎市栄町1－
25長崎MSビル

3階）

無



B-34

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の碗定時期の
目安※－部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

1642

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス五島

法律事務所

①8月21日
（月）～

8月25日（金）

(1週間）

②9月4日
（月）～
9月8日

(金）

(1週間）

※各期間1名

ずつ

2

担当弁護士に帯同して、取扱

い事案の記録検討、期日への
出頭同席、起案をしていただ

くほか、支援調整会議等関係

機関との会議への出席、離島
への出張相談・打合せ、長崎

本庁への出張を行う可能性が

ある。五島で働くスタッフ弁
護士の実情を肌で感じ、印象
的なものとして記憶していた
だく ◎

なし 当事務所を希望し
た理由をA4判1

枚程度にまとめて

提出してくださ
い

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課 ，

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス五島法律事

担
務所

当者:■■■■■

電話:0503383-0516

集合日時：各日程

ともに、初日午前

9時15分

集合場所：法テラ

ス五島法律事務所
(長崎県五島市池
田町2－20）

有

法
テ
ラ
ス

1643

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス雲仙

法律事務所

8月21日（月）
～

9月1日(金）

(2週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
当事務所は雲仙岳西麓の温泉
街にあります。事件数・種類
ともに多いです。また、触法
障がい者の支援に取り組む社
会福祉法人との連携事案もあ

ります。

なし ①自己紹介

②法テラス雲仙法
律事務所での修習
を希望する理由

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス雲仙法律事
務所

担当者:■■■■■■
電話：0503383-5324

集合日時：8月21

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ

ス雲仙法律事務所

（長崎県雲仙市小

浜町北本町14番地

3雲仙市小浜老

人福祉センター2

階）

有



（

B-35

コード
プログラム
名

堪 所 期 間 ．
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1644

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス熊本

法律事務所、

法テラス高森

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
熊本では司法SWのほか災害支

援活動を実施。高森では過疎
地での事件対応等。

なし ①自己紹介
②法テラス熊本法
律事務所・高森法

律事務所で何を学
びたいか。

以上をA4判1枚

程度にまとめてご

提出ください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス熊本法律事

務所

担当者:■■■■■
電話：0503383-0510

集合日時： 8月21
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス熊本法律事務所
(熊本市中央区水

道町1－23加地ビ

ル4階）

有

法
テ
ラ
ス

1645

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス宮崎

法律事務所

8月28日（月）～

9月1日(金）

(1週間）

2

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークに力を

入れています。

なし 応募理由を記した
自己紹介（書式自

由，履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス宮崎法律事

担当

電話

務所

者:■■■■

集合日時： 8月28
日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ
ス宮崎法律事務所
(宮崎市旭1－2

－2宮崎県企業局
3階）



B-36

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有鍍

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

1646

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス延岡

法律事務所

8月28日（月）
～

9月1日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
高齢のため、外出できない方

や、最寄りの法律事務所まで
相談に出向くことが困難な方

の事件が多いです。また、民
事法律時扶助を使いたいとい

う方の事件がほとんどです。
刑事民事家事債務整理など、
幅広く事件を扱っています。

なし 志望理由を記した

自己紹介（書式自

由、履歴書可）

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス延岡法律事

務所

担当者:■■■■■■
電話：0503383-0520

集合日時： 8月28
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ
ス延岡法律事務所

(宮崎県延岡市祇
園町1－2－7

UMK祇園ビル2

階）

有

法
テ
ラ
ス

1647

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス宮古

島法律事務所

9月4日（月）
～

9月15日（金）

(2週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
最も南に位置する法テラスの
事務所です。
離島の司法アクセス向上のた
め どんな事件や相談にも対

応します。

福祉関係の機関とも連携して

活動しています C

なし ①自己紹介
②希望理由
③学びたい内容
以上をA4用紙2

枚程度にまとめて
提出して下さい。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス宮古島法律

担当者

事務所

F
電話:0503383-0201

集合日時： 9月4
日 （月）午前9時
15分

集合場所：法テラ

ス宮古島法律事務

所

(宮古島市平良西
里ll25宮古合同

庁舎1階）



B-37

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数

修習内．容 募集条件
提出
書類←

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の 、
可能性の有焦

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1648

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス会津

若松法律事務
所

9月4日（月）
～

9月8日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
民事・刑事問わず様々な事件
を取り扱っています。福祉機
関等からの相談依頼が多いで
す ◎

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス会津若松法

律事務所

担当者：事務局■■
電話:0503383-0521

集合日時： 9月4
日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス会津若松法律事

務所

(会津若松市栄町
5－22 フジヤ会

津ビル1階）

有

法
テ
ラ
ス

1649

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス秋田

法律事務所

9月4日（月）
～

9月15日（金）

(2週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
受任事件自体は一般弁護士事
務所と変わりはないが、裁判
員対象事件の2人目選任とな
ることが多い。
また、支部案件を受任するこ
ともある。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス秋田法律事

務所

担当者:■■
電話：0503383-5549

集合日時： 9月4
日 （月） .午前10時

集合場所：法テラ

ス秋田法律事務所

(秋田市中通5－

1-51 北都ビル

ディング6階）

無



B-38

コード
プログラム
名

場 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遊50キロメートルを
超える移助の
可催性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※－部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1650

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス鹿角

法律事務所

8月14日（月）
～

8月18日(金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
①社会福祉協議会や市役所の
福祉部門等と日々密接に連携
しています

②過疎地型の法律事務所とし

て、地域内で起こる多様な事
件を幅広く扱っています。

司法過疎地での業務や、司

法ソーシャルワークに興味
があること

自己紹介、学びた

いことをA4判1

枚程度にまとめて
提出してくださ
い
◎

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス鹿角法律事

務所

担当者:■■
電話:0503383-1416

集合日時： 8月14

日 （月）午前9時

30分

集合場所：法テラ

ス鹿角法律事務所
（鹿角市花輪字下
花輪50鹿角市福祉
保健センター2

階）

無

法
テ
ラ
ス

1651

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス青森

法律事務所

8月28日（月）
～

9月1日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
刑務所相談や社会福祉協議会
等の福祉機関と連携して仕事
をしています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス青森法律事

務所
担当者：未定

※お問合せの際は

｢選択型実務修習の
担当弁護士」への取
次をお申し出くださ

い。

電話：0503383-5554

集合日時： 8月28

日 （月）午前9時

集合場所：法テラ

ス青森法律事務所
(青森市長島1－
3－1 日本赤十

字社青森県支部ビ
ル2階）

有



B-39

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片遭50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配戯）

法
テ
ラ
ス

1652

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラスむつ

法律事務所

8月28日（月）
～

9月1日(金）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
地域に密着し、多様な事件を
取り扱っています。

県社協等と連携するなど、司
法ソーシャルワークにも力を

入れています。

なし ①当事務所を希望
した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラスむつ法律事
務所

担当者:■■■■
電話：0503383-0067

集合日時：研修初
日午前9時30分

集合場所：法テラ

スむつ法律事務所
(青森県むつ市中

央1－5－1）

有

法
テ
ラ
ス

1653

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス函館

法律事務所

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間・土日

除く）

1

ハグツノ汗謹士の美鈴1珍言

【事務所の特色】
民事法律扶助による民事事
件、国選刑事弁護事件が中

心。民事事件の事件類型は、
一般訴訟事件、家事事件、債
務整理等多様である。高齢
者・障害者向けの出張相談も
行っている｡．

なし 応募理由をA4版
1枚以内で提出し
てください。

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス函館法律事

担当

務所

電話：0503383-5562
〆

集合日時：受入期

間の初日午前9時

15分

集合場所：法テラ
ス函館法律事務所
(北海道函館市若

松町6－7ステー

ションプラザ函館

5階）

無



一

B-40

コード

■

プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件 出

類
・

提
書
．

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配転）

法
テ
ラ
ス

1654

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス八雲

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日（金）

(1週間）

1

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
司法過疎地域の法律事務所と
して民事・刑事を問わず事件
を取り扱っています。福祉機

関に対する情報提供業務や出

張相談など、事務所以外での
業務も行います。

なし 自己紹介、志望理
由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス八雲法律事

務所

担当者:■■■
電話：0503383-8366

集合日時： 8月21

日 （月）午前9時

集合場所：法テラ

ス八雲法律事務所
（北海道二海郡八
雲町富士見町21-

1）

無

法
テ
ラ
ス

1655

－ J

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス旭川

法律事務所、
法テラス旭川

9月4日（月）
～

9月8日(金）

(1週間）

1名

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】

法テラス旭川法律事務所は、
日本最北端の法テラス法律事

務所です。
都市型の法律事務所として、
民事法律扶助事件、国選弁護

事件を多く取り扱っていま

す ◎

一方で、旭川弁護士会は広大
な道北地域を管轄しており、
司法過疎対策にも力を入れて
います。

なし 応募理由をA4判
1枚程度にまとめ

て提出してくださ

い。 【受入決定前の連絡
先】
日本司法支援セ才
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】
法テラス旭川法律事

務所

担当

電話

者:■■

集合日時： 9月4
日 （月）午前9時
30分

集合場所：法テラ

ス旭川法律事務所

(旭川市3条通9
-1704-1 TK'

ロンティアビル7

階）

有



B-41

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片逆50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1656

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス高知

法律事務所

8月28日（月）
～

9月1日（金）

(1週間）

1名

程度

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
･スタッフ弁護士が刑事当番
に入ることが多く、刑事事件
が多く回ってきます。

なし 自己紹介又は志望

理由をA4判1枚

にまとめて提出し

てください。 【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス高知法律事

担当者

務所

P
電話：0503383-5576

集合日時： 8月28
日 （月）午前9時
30分

(※受入決定後、

法テラス高知法律

事務所に連絡を入
れ、決定期間を確

認して<ださ

い。 ）

集合場所：法テラ

ス高知法律事務所

(高知市本町4－

1－37丸ノ内ビ
ル3階）

有

法
テ
ラ
ス

1657

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス須崎

法律事務所

9月19日（火）
～

9月22日(金）

(1週間）

1～

2

■常勤弁護士の法律事務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■司法過疎対策業務

【事務所の特色】
民事・刑事事件が豊富にあり

ます。関係機関との連携や学

校での出前授業などにも力を

入れています。

なし 自己紹介、志望理

由、学びたいこと

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください。
【受入決定前の連絡

先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課 、

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス須崎法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-5579

集合日時： 9月19

日 （火）午前9時

30分

集合場所；法テラ

ス須崎法律事務所
(高知県須崎市新
町2－3－26）

有



B-42

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1658

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス愛媛

法律事務所

8月21日（月）
～

8月25日(金）

(1週間）

1名

程度

スタッフ弁護士の業務修習

【事務所の特色】
当事務所は、刑事・家事．
債務整理・一般民事等の相談
及び受任や、福祉関係機関と

連携した活動等を行っていま

す ◎

プログラムでは、スタッフ

弁護士の業務への同行に加え

て法テラス業務の説明等も子

定しています。

なし A4判1枚程度の

志望理由書、簡単
な履歴書（志望理

由番の中に経歴を

書いて頂くのでも

構いません）

【受入決定前の連絡
先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：0503383-5340

【受入決定後の連絡
先】

法テラス愛媛法律事
務所

担当者:■■
電話：0503383-5582

集合日時： 8月21

日 （月）午前10時

集合場所：法テラ

ス愛媛法律事務所
(松山市一番町4

-1-11共栄興産

一番町ビル4階）

有

公
設
事
務
所
等

1659
公設事務所
等修習

弁護士法人東

法律事務所(旧
気仙沼ひまわ

り基金法律事

務所）

9月11日（月）
～

9月15日(金）

(1週間）

1

旧公設事務所における業務

内容を見学し，地方における
法律事務所の実務を学習す
る ◎

なし(メールにより自己紹

介・志望動機や見たい内容
を伝えてもらい選出す

る。 ）

※当事務所は，参加希望
者の「選択型実務修習プロ
グラム申込書(全国)」を所
属庁会を通じて受領した

後，同希望者に対しメール
を送って上記自己紹介等を
求めるので，適宜対応して
頂きたい。

なし

弁護士法人東法律事

務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：

集合日時：開始日
の午前9時

集合場所：弁護士

法人東法律事務所

有



B-43

コード
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時、場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配敏）

公
設
事
務
所
等

1660
公設事務所

等修習

弁護士法人空
と海そらう

み法律事務所

奄美事務所(旧

ひまわり基金

法律事務所）

8月28日

（月）～9月1

日(金）

(1週間）

1

奄美大島(鹿児島地方裁判所名
瀬支部管内)にある事務所(旧
ひまわり基金法律事務所)にお

ける業務内容(離島間の出張，
裁判所期日，法律相談等)に携
わり， 司法過疎地域の現状及

びその対策等を修習する。

出張で飛行機を利用する可

能性があるため，飛行機で

の移動を苦手としないこ
と ⑥

･履歴書

･志望理由書(書
式自由）

弁護士法人空と海そ

らうみ法律事務所奄
美事務所弁護士岡
本敏徳(おかもととし

のり）

電話:0997-54-5588
mail:okamoto@soraum

i-law.com

集合日時： 8月2

8日（月）午前9時

30分

場所：事務所

有

公
設
事
務
所
等

1661
公設事務所
等修習

弁護士法人空

と海そらうみ

法律事務所陸
前高田事務所
（旧ひわまり

基金法律事務

所）

8月28日

（月）～

9月1日(金）

(1週間）

1

岩手県の沿岸地域(盛岡地方裁

判所一関支部管内)にある事務

所(旧ひまわり基金法律事務

所)における業務内容(裁判所

期日、法律相談等)に携わり、
司法過疎地域の現状及びその

対策等を修習する。

なし ･履歴書

･志望理由書(書

式自由）

･事務所ホームペー
ジ

www.soraumi-law・com

集合日時：8月28

日（月）午前9時30

分

場所：事務所

有


